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Ⅰ．はじめに

福井県立大学地域経済研究所では、2024年度より福井県を対象として、地域計画の現状と課題を明

らかにする調査研究プロジェクトを継続的に実施している。初年度となる2024年度は、2024年度は、主と

して都市部を中心とした地域構造や計画制度の整理を行い、各種行政計画や統計資料の分析を通じて、

地域計画を検討するための基礎的な視点と分析枠組みの構築を進めた。本年度（2025年度）は、分析

の重心を農村部、とりわけ農業分野における地域計画に置き、農林水産省が推進する地域計画制度を

具体的な検討対象として、その内容と実行段階における課題を明らかにすることを目的とする。都市部を

中心に行った前年度の検討と対をなす形で、農村部における土地利用、担い手、集落構造といった要素

を軸に、地域計画がどのように構想され、いかなる条件のもとで実行可能性を持ちうるのかを検討する点に、

本年度調査の特徴がある。

本報告書の構成は以下のとおりである。Ⅱ章では、今年度調査の概要を示したうえで、農林水産省が

示す地域計画制度の考え方を整理し、「人・農地プラン」から地域計画への移行、計画策定後の取組、

目標地図の位置づけについて確認する。あわせて、福井県農業の現況として、農業構造の特徴や担い

手の状況を整理し、坂井市および池田町を事例として、市町単位での地域計画の内容と目標地図を検討

することで、地域計画から読み取れる福井県農業の将来像について考察する。この章については、地域

経済研究所の前田陽次郎が担当した。

続くⅢ章では、地域計画の進捗管理や見直しを支える手法としてGIS(地理情報システム)に着目し、その

適用可能性を検討する。水稲の主要品種や収穫量と筆ポリゴンとの関係を整理したうえで、農業集落を

分析単位として、農業地域類型、筆ポリゴン、2020年農林業センサス農山村地域調査の各指標をGIS上

で可視化・集計し、農地条件、農業構造、集落機能の対応関係を明らかにする。これにより、地域計

画の実行可能性が、農地面積や担い手数といった量的指標だけでなく、集落における組織的・社会的

基盤の有無と密接に関係している点を検討する。この章については、地域経済研究所の青木和人が担

当した。

さらにⅣ章では、地域計画をめぐる制度や個別施策の分析を一歩進め、福井県の地域形成を長期的

な視点から捉えるための理論的枠組みとして、「計画文化（planning culture）」の概念に基づく考察を

行う。具体的には、戦後復興期から高度成長期を経て形成されてきた福井県の空間構造や制度的前提を、

流域と湾という社会―自然システムの観点から整理し、それらが現在の地域計画やGX（グリーン・トランス

フォーメーション）政策の実行可能性をどのように条件づけているのかを明らかにする。九頭竜川・足羽川

流域と若狭湾沿岸という二つの焦点を通じて、治水・利水、農林水産業、エネルギー立地、生業景観

の維持といった複数の論点が、いかに重なり合いながら地域の将来像を規定してきたのかを検討し、今後

の地域計画を「固定的な目標」ではなく、歴史的制約と社会的交渉の上に更新され続ける実践として捉

える視座を提示する。この章については、地域経済研究所のフロレス漆間アンドレア百合が担当した。

本報告書は、2024年度に実施した基礎調査を土台として、2025年度において分析を深化させたもので

あり、地域計画を固定的な計画としてではなく、地域の実態変化に応じて検証・更新されるべき動的な計

画として捉える視点を提示した。福井県内の多様な地域条件を踏まえ、策定後の地域計画を今後、どの

ように点検し、見直し、実行へとつなげていくかを考えるための、実務的かつ分析的な基礎資料となること

を願いたい。
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Ⅱ．福井県における農業の「地域計画」と目標地図の作成

１ 　今年度調査の概要

昨年度調査では福井県の農業について、水田率が90%を超えるという耕地の特徴や、農用地に

含まれる都市計画区域の割合が52.5%であるという、都市内部に過半の農地が存在している状況

などを明らかにした。そして都市計画の中での農地の扱いについてや、市町村が作成する農業の

「地域計画」の制度の概要など、農地に関わる法制度や政策の概要を紹介した。 

今年度は昨年度調査の内容をふまえ、福井県における「地域計画」の具体的内容について調査

し、そこから福井県農業の実態や将来像を探る調査を行った。

まずは農林水産省が各自治体に作成を求めた「地域計画」の内容について説明する。次に福井

県農業の全体像を統計データから示し、最後に県内市町で農業生産額が最大の坂井市と最小の池

田町が作成した地域計画の内容を分析し、２市町の状況をふまえて福井県農業の現状を把握した

上で将来像を検討する。

２　農林水産省が示す「地域計画」の概要

2-1.「人・農地プラン」と「地域計画」

農林水産省では、農地を次世代に引き継ぐために各市町村が「地域計画」を策定することを推

進している（農林水産省2025a）。地域計画の⽬的は、地域の農業の将来ビジョンを明確化すると

ともに、農業者の減少下における10年後の農地利⽤の明確化（⽬標地図）を通じた①将来にわた

る適正な農地利⽤の確保、②農地の集約化の推進による⽣産性向上である（農林水産省2025b）。

市町村は、平成24年度から各集落・地域ごとに農業者が話し合いをした上で今後の担い手とな

る経営体などを明確化した「人・農地プラン」の作成・更新作業を行ってきた。令和５年の改正

農業経営基盤強化促進法により、市町村は農業者・農業委員会・農地バンク・JA・⼟地改良区

等の関係者による話合いを踏まえ「地域計画」を策定した。「地域計画」では「人・農地プラン」

で示された「地域農業の将来の在り方」に加えて「目標地図」を作成することが求められ、令和

6年12月末までに目標地図の作成、令和7年3月末までに地域計画の策定を行った（図1）。福井県

では全17市町で地域計画が策定された。

令和７年４月末時点における地域計画の策定数は、全国1,615市町村、18,894地区である。地域

計画区域内の農用地等の面積は422万ha、将来の受け⼿が位置付けられていない農地面積は134

万haと約３割になる（表1）（農林水産省2025b）。

担い手の確保状況は都道府県別に見ると大きな差がある。福井県で将来の受け⼿が位置付けら

れていない農地面積の割合は19.7%と２割を切っており、全国平均（約３割）と比べると担い手

が確保できている状況にある（表2）。
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図1　地域計画の策定スケジュール
出所：農林水産省経営局経営政策課「地域計画策定マニュアル(Ver5.1)」
福井県における地域計画の現状と課題調査研究報告書（１）p.88に掲載

協議の場
（法第18条第１項）
（規則第16条）

目標地図
（法第19条第３項）

地域計画（案）
（法第19条第６・７項）

地域計画
（法第19条第８項）

市町村が必ずやらなければならない４ステップ

1

2

3

4

協議の場を設置

令和６年７月末まで
① 地域の農業者や関係機関と、協議の場の設置に向けた調整をします。

① ホームページなどで開催日時・場所を案内します。

② 農業者をはじめ、地域の関係者が参加します。

なお、全ての農業者が参加できなくても差し支えありません。

③ 協議の結果をホームページなどで公表します。

協議の実施

目標地図を作成

令和６年12月末まで

① 担い手のほか、多様な農業者も位置付けできます。

② 畜産農家、養蜂家、農業支援サービス事業体なども位置付けできます。

③ 現時点で合意が得られない農地は「今後検討等」としても構いません。

④ 所有者等の意向が把握できなかった農地は「意向不明」としても構いません。

地域計画の案を作成
① 農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区などの意見を聴取します。

② 地域計画の案を、２週間縦覧します。

地域計画の策定

令和7年3月末まで

① ホームページなどで公告します。

② 話合いを継続し、毎年、地域計画をブラッシュアップします。

地域計画は、令和７年３月末までに策定する必要があります。

そのためには、今後の日程を考慮し、次のスケジュールを目安に取り組みましょう。

表1　地域計画の策定状況（令和７年４⽉末時点）ｰ 全国ベース ｰ
出所：農林水産省「地域計画の策定状況（令和７年４月末時点）」

項目 令和7年4月末時点

策定市町村数 1,615市町村

策定された地域計画数 18,894地区
（策定予定数：2.0万地区）

地域計画区域内の農用地等面積※ 422万ｈａ

目標地図に位置付けられた
農業者の10年後の経営面積 288万ｈａ

将来の受け手が位置付けられてない農地面積 134万ｈａ

(参考)地域計画区域内の農業振興地域の
　　 農用地区域内の農地面積 377万ｈａ

※ 農用地等面積には、畜舎・共同利用施設などの農業用施設面積が含まれる。
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表2　地域計画の策定状況（令和７年４⽉末時点）ｰ 都道府県別 ｰ
出所：農林水産省「地域計画の策定状況（令和７年４月末時点）」

（参考）地域計画区域内の
農業振興地域の

農用地区域内の農地
区域内の

農用地等面積
（千ha）

策定された
地域計画数

策定
市町村数

都道府県
将来の受け手が

位置付けられていない農地
目標地図に位置付けられた農業

者の10年後の経営面積

割合面積（千ha）割合面積（千ha）割合面積（千ha）

89.3%3,77231.7%1,33968.3%2,8834,22218,8941,615合計
94.1%1,1289.4%11290.6%1,0871,200489172北海道
86.2%13032.2%4967.8%10315120940⻘森県
86.3%13442.9%6657.1%8915541033岩⼿県
90.1%10727.2%3272.8%8711919633宮城県
90.9%13532.0%4768.0%10114832325秋⽥県
93.4%11530.0%3770.0%8612336835⼭形県
86.9%12848.3%7151.7%761471,00757福島県
79.4%11850.9%7649.1%7314837244茨城県
79.9%10040.9%5159.1%7412549225栃⽊県
92.7%5862.0%3938.0%246326035群⾺県
83.0%5256.8%3543.2%276239461埼⽟県
94.5%9156.1%5443.9%429652948千葉県
65.3%289.3%210.7%022214東京都
78.8%847.7%552.3%51010029神奈川県
97.0%1523.5%476.5%121619527⼭梨県
88.0%8634.7%3465.3%649744477⻑野県
91.9%5559.0%3541.0%245924234静岡県
93.7%15818.4%3181.6%13816922629新潟県
85.6%5532.4%2167.6%436423315富⼭県
90.0%3426.9%1073.1%283865619⽯川県
92.2%3419.7%780.3%303788317福井県
91.3%4245.4%2154.6%254626141岐⾩県
79.8%4640.1%2359.9%355831150愛知県
92.6%3044.0%1456.0%183246128三重県
99.0%4211.9%588.1%37421,16119滋賀県
85.5%2110.8%389.2%222424225京都府
39.0%480.2%819.8%2933035⼤阪府
91.6%4424.7%1275.3%36471,75637兵庫県
75.2%640.4%359.6%5828928奈良県
82.2%2861.5%2138.5%133412828和歌⼭県
85.7%2854.5%1845.5%153322319⿃取県
97.7%3237.1%1262.9%213333917島根県
81.8%5363.4%4136.6%246526727岡⼭県
75.1%4866.7%4233.3%216319920広島県
91.0%3347.1%1752.9%193628518⼭⼝県
81.7%2473.5%2226.5%82911624徳島県
66.9%2671.9%2828.1%113918816⾹川県
76.3%3456.1%2543.9%204534620愛媛県
75.0%2462.6%2037.4%123225334⾼知県
94.4%6332.2%2267.8%456742552福岡県
92.7%4827.7%1472.3%375234320佐賀県
92.1%3819.4%880.6%334141621⻑崎県
86.9%9631.0%3469.0%7611142045熊本県
80.7%4251.9%2748.1%255247317⼤分県
93.4%5023.6%1376.4%415479126宮崎県
95.1%9236.3%3563.7%619666043⿅児島県
89.2%3776.7%3223.3%104216136沖縄県

地域計画の策定状況（令和７年４⽉末時点）ｰ 都道府県別 ｰ

※ 四捨五⼊の関係により数値の合計が合わない場合がある。 ４
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2-2.地域政策の作成と作成後の取組

農林水産省の指針に基づき、多くの市町村で令和７年３月末までに地域計画が策定され、10年

後の地域農業の目標が示された。策定された計画は、年１回以上見直しを実施し（図2）、おお

むね５年ごとに、その後の10年間についての地域計画を定めることになっている（農林水産省

2025c,p18）。

市町村は地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、市町村の公報への掲載やイン

ターネット等を通じて公告し、公告の日から２週間公衆の縦覧に供する必要がある。また地域計

画を定めたときも、市町村の公報への掲載やインターネット等を通じて公告するよう求められて

いる（農林水産省2025c,p21）。

地域計画は策定するだけでなく、実現に向けて実行することが大切である。計画が思うように

進んでいない場合はPDCAサイクル（Plan（計画を作成）、Do（計画を実行）、Check（行動を評価）、

Action（課題を改善）を循環させる）を通じて不断の検証を行うことが必要である（農林水産省

2025c,p26）。

地域計画の策定・実行までの流れ

基本構想を策定している市町村は、市街化区域（他の農用地と一体として農業上の利用が行われる農用地は除く）等を除いた

区域を対象に地域計画を策定します。

市町村は以下のフローに基づき地域計画を策定後、実現に向けてPDCAサイクルを通じた検証を行い、随時ブラッシュアップを

行い実行していくこととなります。

※ ブラッシュアップ・実行について、具体的には「地域計画変更マニュアル」をご覧ください。
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場
の
結
果
を
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り
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2

協議の場 案の公告 策定

・人・農地プラン
・集落、字、校区など
・既存の協議
（直接支払制度等）

などを対象に調整

計
画
（目
標
地
図
）
の
案
を
作
成

農業委員会に
目標地図の素案
作成を依頼

農
業
関
係
者
へ
の
意
見
聴
取

事前に地域の農業者や、
バンク・JA等の農業関係機関
の理解を醸成

実
現
に
向
け
実
行
・進
捗
管
理

年1回以上
見直しを実施

縦覧２週間

図2　地域計画の策定・実行までの流れ
出所：農林水産省 (2025c)「地域計画策定マニュアル(Ver6.1)」



− 6 −

2-3.目標地図の事例

国土交通省は地域計画における目標地図の事例集をHP上で発表し（農林水産省2025d）、全国

から24の事例を挙げ、地域事情に合わせた地域計画作成の参考になるようにしている。

図3はその中の１つである。日本各地で農家の引退が進み、大規模経営体への農地集約が進ん

でいるが、地権者がそれぞれ異なる時期にいくつかの経営体に貸し出すことで、大規模経営体の

圃場が分散し効率性が低下することが問題になっている。そこで営農状況を地図化することで、

農地の集約化作業が行いやすくなる。この図の事例では、地区内の農用地面積40ha（主に水稲

を栽培）を4人の農業者が担い、現状集積率76%を88%にすることが目標にされている。統一化

されていなかった農地の賃料を統一し、農地交換を行いやすくすることで目標地図の状態にする

ことを目指して、継続した議論を行うことになった。

３　福井県農業の現況

3-1.福井県農業の特徴

表3に農林水産省による農業地域類型別の市町分類を示す。

第１次分類では都市的地域が福井、敦賀、鯖江、越前、坂井の5市、平地農業地域があら市の1

市、中間農業地域が勝山市の1市と永平寺、越前、高浜、若狭の4町、山間農業地域が小浜、大野

の2市と池田、南越前、美浜、おおいの5町である。

都市的地域は土地の傾斜度に関わらず先に分類される。福井県では町部が土地条件においては

中間・山間という傾斜地に位置することがわかる。

第２次分類では全市町が水田型に分類される。水田率が70%以上の自治体が水田型に分類され、

福井県においては中間・山間に位置する自治体でも水田率が高いことがわかる。

図3　目標地図の事例
出所：農林水産省 (2025d、ｐ24) 「集約化に向けた目標地図の事例集」

農地の賃料の統一による集約化事例㉓

④地域の実情を踏まえて個別の課題への対応を進め、集約化に取り組んでいるケース

〇 人・農地プランの作成以降、継続して話合いを行ってきた地域で、農地の集約化を進めるにあたり、農地の賃料
が統一されていなかったことから地域の担い手が協議の場で提案。
〇 将来に向けた効率的な生産体制を構築する必要性を地権者と個人経営体に丁寧に説明し、地権者の意向も尊重し
つつ、農地の交換をしながら地域内外の法人へ農地を集約化していくことを合意。
〇 今後は、農地交換の実現に向けた具体的な方針を策定し、その取組を推進。

24

水田地帯

現況地図 目標地図

認定農業者(法人)
認定農業者(法人)

利用者
認定農業者(個人)

その他の色：利用者

✓ 賃料を統一していくことについては合意が得られたが、具体的な金額
や時期については継続して議論が必要。

✓ 更なる効率的な生産体制の構築を図る上では、地域計画の広域化を検
討する必要があり、他集落の農業者も交えた継続的な話合いも必要。

今後の課題 ○区域内の農用地等面積：40ha（うち受け手不在農地：０ha）
○現状集積率：76％ 目標集積率：88％
○位置付けられた農業者：４人(うち担い手：３人)
○主に水稲を栽培

認定農業者(法人)
認定農業者(法人)

利用者
認定農業者(個人)
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表4に福井県の市町村別耕地面積を示す。

県全体では水田率が90.9%と、耕地の多くが水田であることがわかる。

水田面積を市町村別に見ると、最も大きいのが福井市で7,350ha、そして坂井市5,860ha、大野

市4,050haの順で続く。分類上、3位の大野市は山間農業地域であるが、4,5位は越前市、鯖江市で、

敦賀市を除いた都市的地域に分類される4市は水田面積が大きいことがわかる。

表3　農業地域類型別の福井県内市町（2025年）
出所：農林水産省大臣官房統計部(2025)「農業地域類型一覧表」

表4　令和4年耕地面積
出所：耕地面積調査

区分
田畑計 田耕地 水田率 畑耕地

(1) (2) 本地 (2)/(1)
ha ha ha ％ ha 

福井県  39,700  36,100  35,100    90.9   3,670 
福井市   7,750   7,350   7,240    94.8     396 
敦賀市     869     767     727    88.3     102 
小浜市   1,410   1,290   1,260    91.5     115 
大野市   4,190   4,050   3,890    96.7     141 
勝山市   1,910   1,770   1,680    92.7     145 
鯖江市   2,030   1,960   1,930    96.6      72 
あわら市   3,390   2,590   2,550    76.4     798 
越前市   3,600   3,420   3,340    95.0     182 
坂井市   6,590   5,860   5,800    88.9     735 
永平寺町     994     930     898    93.6      64 
池田町     465     409     390    88.0      56 
南越前町   1,050     944     906    89.9     101 
越前町   1,410   1,240   1,190    87.9     167 
美浜町     832     767     725    92.2      65 
高浜町     435     351     332    80.7      84 
おおい町     740     659     634    89.1      81 
若狭町   2,060   1,700   1,640    82.5     362 
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市町村別農業産出額を見ると、１位が坂井市で983千万円、２位が福井市の849千万円、３位が

大野市の475千万円と続く（表5）。福井県は人口が多い市町で農業産出額も高い傾向が強く、農

業産出額、人口ともに最低なのが池田町である。

耕地面積では福井市が１位で坂井市が２位なのに対し、農業産出額では坂井市１位、福井市２

位になるのは、福井市は稲作を中心とした耕種の産出額が96％であるのに対し、坂井市は耕地が

なくても成立する畜産の産出額が31%を占めるためである。

表5　令和２年市町村別農業産出額と人口
出所：生産農業所得統計、国勢調査

市町村名
農業産出額 人口

（千万円） 順位 （人） 順位
坂井市 983 1 88,481 2
福井市 849 2 262,328 1
大野市 475 3 31,286 6
あわら市 433 4 27,524 8
越前市 376 5 80,611 3
若狭町 222 6 14,003 12
鯖江市 203 7 68,302 4
勝山市 180 8 22,150 9
小浜市 128 9 28,991 7
越前町 123 10 20,118 10
南越前町 120 11 10,002 14
永平寺町 94 12 18,965 11
美浜町 93 13 9,179 15
おおい町 65 14 7,910 16
敦賀市 64 15 64,264 5
高浜町 48 16 10,326 13
池田町 46 17 2,423 17
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3-2.福井県農業における担い手の状況

福井県の農業の特徴として、稲作の大規模化が進んでいることが挙げられる。

日本経済新聞（2025）の集計によると、生産者1軒当たりの田の平均面積の伸び率（2024年ま

での9年間）は福井県が全国1位であり（表6）、平均面積5.2haは全国3位である（表7）。集落営農

組織やプロ農家である「認定農業者」への農地集約が進み、100ha以上の「メガファーム」は24

事業者と9年間で12倍に増えた。坂井市の農業法人では入社３年目のモデル年収がおよそ500万円

と大企業にも見劣りしない水準になっている（日本経済新聞電子版2025）。

表6　コメ生産の大規模化進捗度（北信越５県）
註：農林水産省の「農林業センサス」と「農業構造動態調査」を基に、2024年の１経営体あたりの田の面積と、

同年までの９年間での伸び率を算出
出所：日本経済新聞（2025）

表7　平均面積の上位自治体（2024年）
出所：日本経済新聞電子版（2025)
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農地の集約が進む要因として、昨年度調査（福井県立大学地域経済研究所2025,p.75）では高い

区画整備率を挙げた。福井県は令和４年の30a 程度区画整備済面積の割合が 93.4% と、北海道に

次いで全国２位である。この条件により、集落営農数は全国 9 位（表8）、担い手への農地集積

率は 70.0%で全国第５位と、高い水準にある。

但し集落営農の担い手が高齢化していて、次世代に引き継げないという問題は福井県内でも多

くの地域で起こっている。１つの解決策として、集落営農組織をまるごと若手の第三者に継承さ

せるという方法がある。坪田（2023）の事例では、あわら市の法人化されていた集落営農組織を、

県外からの新規就農者に経営移譲し、集落全体の農地約20haを夫婦２人の労働力を主体とする

１つの会社が運営している。この規模では、稲作だけで夫婦２人と家族を養うための収益が上げ

られないことから、野菜の栽培や加工販売も行っており、それに伴う雇用も発生している。

４　福井県の市町における地域計画

4-1.坂井市の水田地帯における地域計画

今年度は福井県で農業産出額が最大の坂井市と最小の池田町において市町の担当者に対するヒ

アリングを行い、各自治体の状況を調査した。まず、市内の大部分の農地が九頭竜川河口部に位

置する坂井平野に存在する坂井市について分析する。

坂井市は、平成7年2月に公表された地域計画の策定に係る協議の場の結果を市のHPで公開し

ている。公表されている取りまとめ内容は、農林水産省のマニュアルに準じた形態である（表9）。

坂井市には協議の場が設けられた地域が133あり、うち2地域（三里浜砂丘地/坂井北部丘陵地）

は畑作中心のため、まず水田中心であるそれ以外の131地域について分析する。

表8　農業経営体数、農家数及び集落営農数
出所：2020年農林業センサス（令和2年2月1日現在）、令和2年国勢調査、集落営農実態調査（令和4年2月1日現在）
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表10に坂井市の水田地帯にある集落を規模別に集計した。最も多いのは20-39haで50集落あり、

全131集落の38%を占める。次いで0-19haの27集落、40-59haの21集落であり、平均面積は43.9ha

である。

表9　協議の場の取りまとめ記載例
出所：農林水産省 (2025c,p13-14)「地域計画策定マニュアル(Ver.6.1)」

市町村名
（市町村コード）

〇〇市
（１２３４５６）

地域名
（地域内農業集落名）

○○地区
（Ａ集落、Ｂ集落、Ｃ集落・・・・・）

協議の結果を取りまとめた年月日 令和○○年○○月○○日
（第○○回）

区域内の農用地等面積 〇〇ｈａ

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 〇〇ｈａ

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】 〇〇ｈａ

（１）地域の概要

（１）地域農業の現状及び課題
当地区は、農業者の平均年齢〇歳と高齢化が進み、遊休農地の更なる増加が懸念されることから、持続的に農地の利用を図りながら地域の活性化を進めるた

めには、新規就農者を確保・育成しつつ、地域住民などを交え地域全体で農地を利用していく仕組みの構築が喫緊の課題である。このため、分散する担い手の
農地を集約化するとともに、地域で取り組める新たな作物として飼料作物の栽培方法を検討していく必要がある。

【地域の基礎的データ】農業者：○○人（うち５０歳代以下○人）、団体経営体（法人・集落営農組織等）○経営体、従業員等○人
主な作物：水稲、大豆、トマト

（２）地域における農業の将来の在り方
地域の特産物である○○について有機農業の取組を段階的に進めるため農地の集積・集約化を進め、さらに農作業の効率化を図るため、スマート農業の導入

を進める。併せて新たな作物として飼料作物の団地化や加工・業務用野菜の○○の生産に向けた水田の畑地化を進める。
また、地域コミュニティーの活性化のため、地域内外から農地を利用する者を確保し、担い手への農地の集約化に配慮しつつ、農業を担う者への農地の再分

配を進めることができるよう必要な条件整備を実施し、地域と担い手が一体となって農地を利用していく体制の構築を図る。

１ 地域における農業の将来の在り方

２ 農業上の利用が行われる農用地等の区域

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）
農業振興地域農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域とし、その区域と住宅地又は林地との間にある農地は保全・管理
を行う区域とする。

協議の場の取りまとめ（記載例）
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３ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

（１）農用地の集積、集約化の方針
・農地中間管理機構を活用して、認定農業者や新規就農者を中心に団地面積の拡大を進めるとともに、担い手への農地集積を進める。

（２）農地中間管理機構の活用方針
・地域全体の農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手の経営意向を斟酌し、段階的に集約化を進める。

（３）基盤整備事業への取組方針
・担い手のニーズを踏まえ、農地中間管理機構関連農地整備事業を活用し、農用地の大区画化・汎用化等のための基盤整備を○年度までに実施する。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針
・市町村や と連携し、地域内外から多様な経営体を募集し、栽培技術や農業用機械のレンタルなどの支援や生産する農地をあっせんし、相談から定着
まで切れ目のない取り組みを展開する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針
・地域内で農作業の効率化を図るため○○作業は○○事業体へ委託するとともに、それ以外の○○・○○・○○の作業並びに担い手が引き受けるまでの
作業は、○○事業体に委託し、遊休農地の発生防止を図る。

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください。）
①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等
⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組方針】
①イノシシやシカの被害が拡大しないよう防止柵を設置するとともに、目撃情報や被害情報があった場合には速やかに対応できる体制を構築する。併せて
地域内外から捕獲人材の確保・育成を進める。

②地域特産物の○○を対象に有機農業への切り替えを段階的に進めるため、○○地区において管理協定の締結を進める。
④Ｂ集落で○○（畑作物）が連続して作付けられている水田は、畑地化を進める。
⑧担い手の営農や農業を担う者の利用状況などを考慮し、出荷・調製施設など農業用施設の集約化を進める。
⑨Ａ集落で生産された飼料作物は、地域内の畜産農家へ供給しつつ、家畜排せつ由来堆肥は地域内の生産者に供給する仕組みを構築する。

協議の場の取りまとめ（記載例）

14
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表10　坂井市の水田地帯の集落面積規模
出所：坂井市HPをもとに筆者作成

表11　担い手の状況別集落数
出所：坂井市HPをもとに筆者作成

表11は各集落の担い手の状況について集落数および面積を集計したものである。表８に示され

た記載項目のなかで「３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図る

ために必要な事項」の「（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針」に書かれている内容から

筆者が担い手の状況を分類した。

１）、２）が「担い手が確保されている」と明記されている集落で、３）、４）が「担い手が不十分」

である集落になる。１）と２）を合わせると、坂井市では集落数で全体の93%、面積で95%にお

いて担い手が確保されている。また３）、４）についても、現在担い手が決まっていないという

だけで、集落内外・市内外を探せば、余程条件の悪い圃場でない限りは担い手が見つからないこ

とはないだろう、という状況にある。

註：表9の記載項目3.(4)「多様な経営体の確保・育成の取組方針」の記載内容から分類
記載内容例　１）「地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地

域内の農業者の経営安定を図ることを第一とする。」
２）「地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で

連携を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。」
３）「集落内自体に担い手がいないため、集落外の担い手に頼らざるを得ないが、市町村やJAと連携しながら地

域内の農業を切れ目なく進めていく。」
４）「地域内外の経営体が農業を行っているが、経営体は十分に確保されている状態とは言えない。このため、

地域内外の農業者で連携を取りつつ、持続可能な営農環境の整備に努める。」
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将来の農業の担い手としては、個人経営の認定農業者、集落営農組織、農業法人の３者が想定

される。個人経営の規模は、農業専従者が親子２人で20ha程度の所は多いという現状や、先述し

たあわら市の集落営農組織を引き継いだ夫婦主体の農業法人が20ha程度という状況から、20ha

が１つの目安になる。20-39haの集落が最も多い坂井市の現状からすると、認定農業者が集落の

営農の主体になる場合は、経営体数としては１ないし２で集落全体をカバーすることになる。表

11の分析で、集落内に担い手がいるかどうかというのは、担い手になる認定農業者が、たまたま

集落内にいるかいないか、に左右される部分が大きい。

4-2.坂井市の水田地域における担い手の課題

坂井市の水田地帯における最大の課題は、「地域内の在住者で地域の水田を維持させる」のか

否か、という点にある。

戦後の農地解放から現在に至るまで、土地の所有者が自分の土地を耕作し、農外での兼業収入

により家計を支えるという構造を中心に日本の稲作は行われてきた。そして稲作の機械化が進む

中で、1990年代以降の営農形態は２つの形が主力になった。１つは土地所有者の労働供出を伴う

中での集落営農組織による農業機械の共同所有による営農で、もう１つは地域内の認定農業者に

作業委託あるいは経営委託をすることで、土地所有者の労働供出がない形での地域内での営農で

ある。また認定農業者が大規模法人化した場合には、経営耕地面積が100haを越えるケースも増

えており、自分が居住する集落の中だけでは農地が足りず、集落外、市外へ耕地を広げることに

なる。

それ以外にも現状は血縁関係などを基にした地域外の経営体への委託が行われる場合がある。

また世代が変わることによる就農意識の変化から、集落営農への労働供出を行いたくないと考え

る住民の意識が強くなることで、集落の営農を集落内だけで支えることは困難になっている。現

状、集落営農組織の担い手は70歳以上の高齢者が中心になっている。

表11において１）と２）で「地域内」と「地域内外」を区別して記載されているのも、集落内

で営農を完結させたいという住民意識の表れだと考えられる。また３）と４）でも集落内で担い

手を見つけたいという住民の意向から、こうした表現が取りまとめの文章に記載されている。

地域計画における現況地図の作成により、地域内の圃場において複数の営農者が入り交じって

いる状況が可視化された。地域内在住の認定農業者と集落営農組織で、圃場が集団化されきれい

に分かれているのが理想である。しかし現実には、所有者が貸し出している事情がさまざまであ

るため、圃場の交換により作業の効率化を目指すのは、地域によっては難しいこともある。

4-3.坂井市の畑作地帯における担い手の状況

坂井市では三里浜砂丘地（226ha）と坂井北部丘陵地（275ha）の２地域が畑作中心である。

この地域では、地域内在住の経営主体が中心になっている水田地帯と違い、新規就農者なども担

い手として位置づけられている。

地域計画の協議の場の取りまとめにおいて、坂井北部丘陵地では「地域における農業の将来の

在り方」で「丘陵地全域において、認定新規就農者の受入れを推進することで対応していく。」、「多

様な経営体の確保・育成の取組方針」では「新規就農者に対し、行政やＪＡのみならず、里親を

含む地域がサポートする。また第三者継承を推進し、既存品目の作付面積の維持拡大を図る。園
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4-4.池田町の地域計画と担い手

池田町の地域計画は池田町のHPで公表されている。

池田町は九頭竜川の支流である足羽川の最上流部に位置する山間農業地域の町である。山間部

にあるにも関わらず、水田率は88.0%と県平均90.9%に近く高い値である（表4）。

表9に示した地域計画の取りまとめは、町内全域を1つの地域として行われた。

表13に池田町の地域計画の区域の状況を示した。現時点において後継者不在の農業者の農地面

積合計は14haで、全農地面積400haの中では大きな値といえず、比較的後継者は確保されている

状況である。

担い手（認定農業者および集落営農組織）への集積率も約78%で、県内他地域と比較しても集

積が進んでいる。但し担い手の高齢化による世代交代や、集落での農業への関心の希薄化が進む

ことによる集落営農組織の作業員の確保が課題となっている（池田町2025a）。

芸カレッジ入校生や農業系高校、さらには県立大学との人的繋がりを深め、将来的に独立就農す

る人材を確保する。」とされている。三里浜砂丘地地区では「多様な経営体の確保・育成の取組方針」

を「新規就農者に対し、行政やＪＡのみならず、里親を含む地域がサポートする。また、既存品

目の作付面積の維持拡大を図る。園芸カレッジ入校生との繋がりを深め、将来的に独立就農する

人材を確保する。」としている。

「園芸カレッジ」とは、2014年6月に福井県が新規就農者を確保育成することを目的として、あ

わら市井江葭に設立した「ふくい園芸カレッジ」のことである（森川・向出2023）。2025年現在、

新規就農コース、地産地消コース、果樹コース（新規就農コース内）があり、新規就農コースの

定員は30名である。2016〜2021年度修了生の就農者は計198人で、坂井北部丘陵地に107人、三里

浜砂丘地に23人と、この両地域で多くの新規就農者を生み出している（表12）。

表12　2016〜2021年度修了生の就農状況（新規就農コース修了者）
出所：森川・向出（2023,ｐ.61）
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池田町で今後の農業の担い手とされている経営体は、認定農業者16、集落営農組織5、中間管

理機構1の合計22である（表14）。認定農業者は1者を除き稲作を中心とした経営体で、1者はホー

リーバジルの栽培を行っており、経営面積は小さい。

集落営農組織は町内に5つあるが、平均経営面積は認定農業者と比較すると小さい。現時点で

の意向では、10年後には集落営農組織の面積は拡大する見込みだ。

中間管理機構は一般社団法人池田町農業公社である。基本的には、稲作を行えなくなった農

家から土地を借り受け、大規模農家に貸し付ける業務が主体だが、条件が悪い圃場など借り手

がみつからない場所を、直接公社が作業受託している。平成元年度の実績では、総受託農地が

34.2ha、利用権設定（再委託農地）19.1ha、中間管理農地（自ら作業受託）15.1haである（池田

町農業公社HP）。

表13　地域計画の区域の状況
出所：地域計画（池田町)

表14　池田町の担い手の状況
出所：「地域計画（池田町）」をもとに筆者作成
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稲作を中心とする認定農業者の経営規模を表15に示す。6haから25haの間で満遍なく分布して

いる。最大規模の21-25haでも稲作だけで一家の生計を立てるのは収入的に難しい。しかし池田

町の米は県内ではブランド力があることで、付加価値をつけ販売まで自ら行うことで収益を上げ

たり、副業で観光業も行うことなどにより、農業関連事業だけで生計を立てる認定農業者がいる。

4-5.池田町の地域計画における目標地図

池田町の目標地図はHPに9つに分けて掲載されている。その中の１つを図4に示す。

池田町の場合、土地を貸したい人が出た場合には、借り手を近くの人で調整してきたため、圃場の分

散化はあまり起こっていない。この地図内では7つの認定農業者が営農しているが、各経営体の営農地

比が比較的まとまっている状況がわかる。また中間管理団体の土地は圃場が小さく条件が悪い。

図の中央に「後継者未定農地」が大きく広がっているが、ここは現在土地改良事業が行われており（表

16）、今の時点で完成後の利用者が決まっていないだけで、将来的には担い手が見つからない土地では

ない。

表15　経営規模別認定農業者（稲作）数
出所：「地域計画（池田町）」をもとに筆者作成

図4　池田町における目標地図の事例
出所：池田町（2025b）「目標地図」

目標地図
（池田町中地区３）

認定農業者（個人） A
認定農業者（個人） B
認定農業者（個人） C
認定農業者（個人） D
認定農業者（法人） J
認定農業者（法人） O
認定農業者（法人） P
中間管理団体 T
認定農業者外
後継者未定農地
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4-6.地域計画から考えられる福井県農業の将来

福井県の市町のうち農業生産額が最大の坂井市と最小の池田町が制定した地域計画などをもと

にして、福井県農業の将来を考える。

福井県の農業は稲作が中心である。水田の基盤整備率が高く、大規模化しやすい環境にある。

さらに集落営農組織も多く、農業経営の集約化を行いやすい環境にある。

そのため両市町とも、行政へのヒアリングなどでも大きな後継者問題は感じられなかった。制

定された地域計画をみても、後継者がいない農地の割合は低く、いないとされていてもそれは現

時点で決まっていないだけで、実際に探せばいないことはない、という状況にある。

嶺南地域においては環境の違いはあるだろうが、嶺北の市町に関しては、ほぼ全域においてこ

の両市町と同じような状況にあると考えられる。

そのため特に条件の悪い所を除いて大きく水田が減る可能性は低く、農業法人の従業員や集落

営農組織の作業員確保などが今後の問題になる。特に集落営農組織は作業員が高齢化しており、

組織全体をまとめて法人化して新規就農者等の新たな担い手に託す、などの対策が必要である。

表16　池田町で現在行われている土地改良事業
出所：「地域計画（池田町）」 
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5　まとめ

本章では最初に農林水産省が推進した「地域計画」の概要について説明した。次に福井県農業

の特徴を示した上で、福井県内の市町で農業生産額が最大の坂井市と最小の池田町を取り上げ、

双方の地域計画から地域における農業の実態や将来の担い手について分析し、それをもとに福井

県の農業について現状と将来像を考察した。

農林水産省は各自治体に地域計画の策定を促し、その中で10年後の目標地図を令和7年3月まで

に作成することなどを求めた。この作業により、各自治体は地域において農地の担い手や後継者

の状況を把握することが可能になった。時期を区切って計画作成を求めたことで、各自治体とも

人員を集中配置したりして、期日までの作成に努力した。

こうした作業は、やる方がいいことは間違いないが、なくても日常の業務には大きな問題がな

いので、なかなか積極的に取り組む動機付けがない。今回、国が期日をきめて作成を促したこと

で、多くの自治体で作成作業が行われたので、各地域だけでなく日本全体での農業の具体的な将

来像が考えられる契機となった。

福井県においても全市町で取り組み、これまでは何となくの状況は把握されていても、はっき

りとした数値や図になって認識できたことで、具体的な将来計画が見えやすくなった。県内の農

地は水田が中心であるが、機械化が進み区画整備が進展していることなどから、担い手農家の経

営規模が大きくなり、農家人口は減りつつも、農地の担い手は確保されていることがわかった。

そして、集落によっては集落内に担い手がいないことから、集落外の担い手に農地を託せるの

か、耕作者が分散化している農地をうまく交換して作業効率が上げられるか、などが今後10年間

の課題として挙げられる。
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Ⅲ．地域計画へのGIS活用

１ 本章の目的と分析の位置づけ

前章で見てきたように、地域計画は、地域農業の持続性を確保し、将来にわたって安定した農

地利用を実現するために、市町村および地域の農業関係者が主体となって策定される重要な計画

である。令和6年度末までに全国で策定が進められた地域計画は、今後、実行および進捗管理の

段階に移行しており、その実効性を高めるためには、地域ごとの農地利用構造や農業条件を客観

的かつ体系的に把握することが不可欠となっている。

その中で、農地が農業集落内でどのように分布しているのか、どの地域に農地が多く存在して

いるのか、また、農地条件や営農環境に地域差がどの程度存在するのかといった空間的特性は、

地域計画の実行可能性や調整の難易度を左右する重要な要素である。加えて、こうした農地条件

を把握する際には、農林業センサスなどにより取得された統計結果により、単に数値として示さ

れる農地面積や経営体数といった数値分布だけでなく、把握対象としている農業集落そのものが、

市町の範囲内でどのように分布し、どのような集落構成や機能を有しているのかを併せて捉える

必要がある。

しかし、従来の地域計画の実行および進捗管理においては、農地台帳を中心とした把握にとど

まり、統計数値に基づく農地条件や農業構造を、農業集落という空間単位に即して整理・可視化

する取組は十分とは言えなかった。その結果、どの地域で重点的な対応が必要か、どの地域では

現状維持が妥当かといった判断を、農業集落の分布や構成を踏まえた客観的根拠に基づいて行う

ことが難しい状況が生じていた。

そこで本章では、このような地域計画の策定状況と制度的意義を踏まえつつ、GISを用いた福

井県内の空間分析により、福井県市町における農業集落の空間的な分布特性を可視化・整理する。

具体的には、農業地域類型別の第1次・第2次分類、およびクロス集計結果を基礎として、農業集

落単位での農地条件の違いを整理する。また、2020年農林業センサス農山村地域調査の農業経営

体、農業用用排水路、農業集落行事、実行組合といった調査結果をGISにて可視化する。これに

より、農地の分散・集積状況や担い手構造、集落の共同管理体制といった要素を空間的に把握し、

地域ごとの農業構造の特性や差異を明らかにする。

本章では、これらの分析を通じて、地域計画の実行段階における進捗管理や課題の把握を可能

とし、今後の計画見直しや施策検討に資する、客観的かつ空間的根拠を備えた基礎資料を提示す

ることを目的とする。分析の手順として、まず農業地域類型に基づく第1次分類および第2次分類

を行い、農地条件の基本的な地域特性を整理する（Ⅲ章2-1,2）。次に、第1次分類と第2次分類の

クロス集計を通じて、農業地域類型の組み合わせごとの分布状況を把握し、地域間における農地

条件の差異を明らかにする（Ⅲ章2-3）。その上で、農業地域類型別に筆ポリゴンを集計し、農地

の分布状況を農業集落単位で整理する（Ⅲ章2-4）。さらに、この集計結果を用いて、農地がどの

地域類型に多く分布しているのか、また地域ごとに農地条件がどのように異なっているのかを、

GISを用いて空間的に把握する。さらに、2020年農林業センサスの各項目を用い、農業経営体（Ⅲ

章3-1）、農業用用排水路の整備・保全状況（Ⅲ章3-2）、農業集落行事の実施状況（Ⅲ章3-3）、実

行組合の有無（Ⅲ章3-4）について、それぞれ農業集落単位で地図化を行う。これにより、農地
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条件と担い手構造、集落の共同活動や管理体制との関係を地域ごとに比較・検討する。

これらの分析を通じて、農業地域類型別に整理された農地条件と、農林業センサスに基づく農

業構造および集落機能の実態とを対応づけ、策定された地域計画が想定する農地利用の方向性と

現状との整合性を検証する。あわせて、地域計画の実行段階における進捗状況や課題を把握する

ための、客観的かつ空間的根拠を備えた基礎資料を提示することを、本章の目的とする。

農林水産省（2025d）が公開している農地の地理空間情報である筆ポリゴンを用いて，福井県

内の水田分布を示したものが図3-1である．福井県の土地利用構造は，平野部・丘陵部・山間部

の三つに大別できる．嶺北北部の坂井平野から福井平野にかけては，広大な沖積低地が広がり，

水田が連続的に分布している．これらの地域では圃場整備が進んでいる．対照的に，越前市南部

から池田町・南越前町にかけては丘陵地が多く，狭小な棚田が点在する．また，敦賀市より南の

嶺南の若狭地域では海岸線沿いに平地が限られる一方，盆地部では水田と果樹園が混在する複合

的な土地利用が見られる。

図3-1　福井県内の水田分布
出所：筆ポリゴン(農林水産省2025b)より著者作成
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1-1.地域計画へのGISの適用

GIS（地理情報システム）とは、地理空間情報活用推進基本法第2条において、「地理空間情報

の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計

算機を使用して電子地図上で一体的に処理する情報システム」と定義されている。すなわちGIS

とは、位置に関する様々な情報を持ったデータを電子的な地図上で扱う情報システム技術の総称

である。位置に関する複数のデータを地図上で重ね合わせ、視覚的に判読しやすい状態で表示で

きるため、高度な分析や、分析結果の共有・管理がしやすくなる。地理空間情報、すなわち位置

とそれに関する様々な情報のデータとしては、地形図や都市計画図、土地利用図などの基盤とな

る地図データや、地形をありのままに写しとった空中写真データ、その上に重ねる植生や気象な

どの人工衛星等による観測データ、道路や河川などの台帳データ、人口や農業などの統計データ、

固定資産や顧客リストなどの各種データベース、GPS（全地球測位システム）で観測された車両

や携帯電話の位置情報など多様な種類がある。GISソフトウェアは、こうした位置・空間データ

を加工・分析・表示することが可能である。様々なデータを電子地図の上に層（レイヤ）ごとに

分けて載せ、位置をキーにして多くの情報を結びつけることで、相互の位置関係の把握、データ

検索と表示、データ間の関連性の分析などが可能になる。このことから、GISは非常に幅広い用

途に使われている。たとえば、道路、水道、電気、ガスなどの社会インフラの管理にGISが活用

されていたり、土地・建物の不動産情報や施工管理、店舗の出店計画や顧客管理などのエリアマー

ケティング、災害時を想定した防災計画にもGISが使われている。(国土地理院2024)。

地域計画は、農地の将来利用の在り方を地域全体で合意形成し、担い手への農地集積・集約化

を推進するための基礎的な計画である。しかし、農地の所有・利用状況は筆単位で細分化されて

おり、地域ごとにその構造は大きく異なる。こうした複雑な農地利用構造を正確に把握し、計画

の進捗を継続的に評価していくためには、従来の文書情報や経験知だけでは限界がある。この課

題に対し、GISが活用されている事例もある(大分県日出町2025)。GIS は農地や農業集落の現況

を空間的に可視化する点で大きな力を発揮する。地域計画では、農地がどこにあり、どのように

図3-2　2024年品種別水稲作付状況
出所：福井県農林部2025bにより著者作成
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分布し、どの担い手が利用しているかを正確に把握する必要があるが、これらを地図上で視覚的

に整理することで、地域の農地利用構造が直感的に理解しやすくなる。農地が細かく分断してい

る地域や、大きな連続的な農地が広がる地域、あるいは耕作放棄地が点在している区域など、地

域ごとの特徴が一目で把握でき、計画策定時の議論が大幅に効率化される。

このようにGIS は地域計画の策定・実施・評価において多面的な可能性をもつ。農地利用の可

視化、進捗の定量評価、重点区域の合理的設定、時系列変化のモニタリング、地域関係者との情

報共有、他分野との政策連携など、GIS の強みは多岐にわたる。地域計画の目的である「持続可

能な地域農業の実現」に向けて、GIS はその基盤を支える不可欠なツールであり、今後ますます

活用の重要性が高まることが予想される。

1-2.福井県の水稲の主要品種

福井県の農業は，水稲を中心とする複合経営が基本である。県全体の耕地面積約39,500haの

うち、35,800ha(90.63%)が田で占められている。2024年の福井県の水稲生産額は124,800tであり

全国21位である（福井県農林部2025a）。2024年度の水稲作付面積は約23,400ha、平均収量は約

527kg/10aである（福井県農林部2025b）。

図3-2の2024年度における福井県の品種別の水稲作付状況（福井県農林部2025b）を見ると，品

種間の作付面積には大きな差がみられ、県内の稲作の中心が特定の品種に集中していることがわ

かる。2024年における福井県の水稲作付状況は、うるち米品種のコシヒカリが9,961haで全体の

約49%に達し、県内の主力品種である。コシヒカリは出穂・成熟ともに中生群の中では、やや早

い特性をもつ。良食味・高品質が特徴で、全国的に広く作付される代表的主力品種である。次い

でハナエチゼン5,088haで全体の約25%を占める。ハナエチゼンは食味と耐倒伏性のバランスに優

れ、早生品種として県内での需要がある。これら二大品種で県全体の約75%を構成している。第

図3-3　GISの地域計画への活用事例
出所：大分県日出町(2025)「地域計画の策定について」
https://www.town.hiji.lg.jp/shigoto_sangyo/noringyo_suisangyo/noringyo/3621.html
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3位は、いちほまれ1,907ha（9%）である。いちほまれは。福井県が約6年かけて開発した高品質

ブランド米であり、食味試験ではコシヒカリを上回る評価が出ることも多い中生品種である。続

いて、あきさかりで1,805ha（約9%）である。あきさかりはコシヒカリの系譜を受け継ぎながら、

食味・収量性の安定化を目的に近年導入が進んだ中生品種である。

他にも、もち米品種のカグラモチ、タンチョウモチ、酒米品種のさかほまれ、五百万石が生産

されているが、総じて、2024年度の福井県の作付構成は、早生〜中生のコシヒカリ、ハナエチゼ

ン・あきさかり・いちほまれ、キヌヒカリのうるち米生産が中心である。

表3-1　福井県市町の水稲収穫量と農地区画情報
出所：福井県農林部（2025b）,農林水産省（2025b）より著者作成

図3-4　市町別の10ａ当たり収量
出所：福井県農林部（2025b）より著者作成

図3-5　市町別の水田合計面積
出所：農林水産省（2025b）より著者作成
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1-3.水稲収穫量と筆ポリゴン

これらの2024年の水稲収量と福井県市町の筆ポリゴンによる農地の区画情報を示したものが表

2-1である．また，2024年の市町別の10ａ当たり収量を示したものが図3-4，筆ポリゴンによる市

町別の水田合計面積を示したものが図3-5である．

福井県は稲作が主要農業であるが，各市町の規模や気象条件，地形，農業構造の違いにより，

生産規模および単収には一定の差異が見られる．嶺北の福井市は，作付面積が 23,500haと県内

最大であり，総収穫量も 124,800tと突出している．これは，福井市の平野部に広大な水田地帯が

存在すること，また，人口が多く，生産農家数・耕地面積とも県内最大規模であることに起因する．

単収は542kg/10aと県全体の平均に近く，広域かつ安定した生産基盤を有することが特徴である．

次に，敦賀市は 5,026ha の作付面積を有し，単収 495kg/10a，総収穫量 27,000t を記録してい

る．福井市に次ぐ規模の生産地である一方，単収はやや低めであり，気象条件，圃場条件，品種

構成，生産体系の差異が反映されている可能性がある．嶺南の小浜市は，若狭地方の中心都市で

あり，作付面積403haと規模は中程度だが，単収500kg/10aと安定している．総収穫量は 2,000t

と小規模ながら地域農業の中核を成している．

嶺北東部の大野市は，山間地域を含む自治体であるが，作付面積821ha・単収549kg/10a・総

収穫量4,110t を示し，単収が比較的高い点が特徴である．標高が高い地域がある一方，夏季の昼

夜温度差が発現しやすいことなどが品質・収量面にプラスに働いた可能性がある．同様に山間地

域を含む勝山市も820haの作付面積で，単収540kg/10aを示し，大野市と同様に山間部を中心と

した地域であるにもかかわらず，安定した収量を確保している． 

鯖江市は1,029haの作付面積で，単収 532kg/10a，総収穫量 5,530tを示す．中規模の作付けで

ありながら単収が高い．嶺北北部のあわら市は作付面積1,410ha，単収551kg/10aと，単収が県内

でも高いグループに属する．総収穫量は 7,650tと非常に高い．県北部の平坦な地形，農地整備の

進展，潅漑条件の良さなどが単収の高さに寄与していると考えられる．

嶺北南部の越前町は作付面積 604ha，単収 496kg/10aと平均的な数値を示す．町村規模として

は中規模で，総収穫量は3,000t である．越前海岸沿いの地形や気象条件が多様であることから，

地域差の影響を受けやすい．嶺北北部の永平寺町は作付面積523ha，単収501kg/10a，総収穫 2,620t 

を示す．福井市近郊の中山間地域でありながら単収は高めで，品質面でも安定している．嶺北東

部の池田町は608haと比較的広い作付規模を持ちながら，単収444kg/10a と低めである．山間地

である影響が現れているといえる．

嶺北南部の南越前町は作付249ha，単収516kg/10a，総収穫量 1,290tと中山間地でありながら

単収は高めで，地域特性の中で効率的な栽培管理が行われていることが窺える．その他，越前

町，美浜町， 高浜町，おおい町，若狭町などの各町は，作付規模は比較的小さいものの，総じて

500kg/10a前後の単収を確保しており，安定した稲作が行われている．このように，福井県の水

稲生産は，作付面積の大きい福井市・越前市が量を支え，単収の高いあわら市・大野市・勝山市

などが収量性を牽引するという構造となっていることがわかる．
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２ 農業集落の分析

本章では、福井県内の農業集落を分析単位として、農地条件と農業構造の実態を空間的に把握

し、地域計画の運用・実行段階・見直しに資する知見を提示する。最初に、本章で用いた各種デー

タについて、分析上の役割と位置づけを明確にした上で整理する。本章における分析の目的は、

農地の分布や条件と、農業集落における担い手構造や集落機能との関係を同一の空間単位で捉え

ることで、地域ごとの特性や差異を客観的に把握することにある。本章では、農林水産省および

関係機関が整備・公開している公的データを主に用い、これらを集計するとともに、GIS上で可

視化することで、農業集落単位の農地利用構造と農業・集落機能の対応関係を分析した。

第一に、農業地域類型を使用した。農業地域類型は、農林統計の分析および農政の推進におけ

る基礎資料として活用することを目的に、農林水産省が策定している市区町村および旧市区町村

単位で設定された統計上の地域区分である(農林水産省2025c)。ここでの旧市区町村とは、昭和25

年（1950年）2月1日時点で存在していた市区町村の区域である。現在の市町村区域とは異なり、

市町村合併が本格化する前の行政区域を基準とした統計・分析のための歴史的な空間単位となっ

ている。昭和25年以降、日本では昭和の大合併や平成の大合併により市町村の統合が進み、地形

条件や土地利用、農業構造の異なる地域が一つの市町村に含まれるようになった。このため、現

在の市町村単位では地域特性の差異が把握しにくくなるという課題が生じた。旧市区町村は、合

併以前の比較的均質な地域構造を保持しており、農業や土地利用の実態をより正確に捉えること

ができることから、農林業センサスや農業地域類型などにおいて基礎的な空間単位として用いら

れている。

農業地域類型は、大きく第1次分類と第2次分類の二段階で構成されている。第1次分類は、地

域農業構造を規定する基盤的条件の等質性に基づく区分であり、1 都市的地域、2 平地農業地域、

3 中間農業地域、4 山間農業地域の4類型からなる。この区分は、農業の営まれ方以前に、土地

利用や地形条件、都市的活動の集積度といった、比較的安定した地域特性を反映したものであ

る。これらの類型を区分する基準指標としては、短期的な社会経済変動の影響を受けにくい土地

利用指標が採用されている。具体的には、1 都市的地域については、都市的活動の集積を代表す

るDID（人口集中地区）面積の割合が重視される。一方、4 山間農業地域については、森林が占

める割合を示す林野率が代表的な指標とされている。これら以外の地域は、耕地率の高さに代表

される農業的土地利用の比重が大きい地域であり、その中で地形条件や農業基盤の違いに応じて、

2 平地農業地域と3 中間農業地域に区分される。

第2次分類は、第1次分類で区分された各地域において、形成される農業経営の基礎的条件の違

いを示すものである。ここでは、農業的土地利用条件を最も端的に表す指標として、水田率（田

畑面積に占める田面積の割合）が用いられ、1 水田型、2 田畑型、3 畑地型の3区分が設定されて

いる。この第2次分類により、同じ第1次分類に属する地域であっても、作目構成や営農形態の違

いを把握することが可能となる。農業地域類型は、2020年農林業センサスの市区町村コードおよ

び名称に基づいて整理されており、市区町村合併の経緯を考慮し、昭和25年2月1日時点の旧市区

町村単位も併せて取り扱われている。この点は、長期的な農業構造の比較や、地域特性の継続性

を分析する上で重要である。

第二に、農地の空間分布を把握するため、筆ポリゴンデータ（農林水産省2025d）を使用した。
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筆ポリゴンデータは、農地を筆単位という最小の管理単位で表現した地理空間データであり、各

筆の位置、形状、境界がポリゴンとして記録されている。このデータを用いることで、農地が地

域内でどのように連続し、あるいは分断されて存在しているかを精密に把握することが可能とな

る。従来の統計資料では、農地面積や筆数といった集計値は把握できても、農地同士の接続関係

や空間的なまとまりを評価することは困難であった。筆ポリゴンは、こうした農地の配置構造を

直接的に扱うことができる点に大きな特徴がある。

第三に、農業集落の社会的・経営的特性を把握するため、2020年農林業センサスに基づく統

計データを使用した。その際の集計単位や境界データは、旧市区町村境界データを使用した(農

林水産省2021)。本章では、福井県内に存在するすべての旧市区町村境界データを分析対象とし、

農業集落単位で農地の空間構造を評価した。2020年農林業センサス(農林水産省2024)では、全国

の旧市区町村境界単位の農林業センサス調査結果が公開されている。本稿ではそのうちの福井県

の農山村地域調査結果を活用した。農山村地域調査結果では、農業経営体の法人化状況、農地お

よび森林の保全状況、生活・営農に関わるアクセス条件など、地域計画と密接に関連する項目が

調査されているため、農業集落ごとの構造的特徴を定量的に把握するための基礎情報として集計・

可視化した。なお、一部の項目には欠損値や秘匿数値が含まれているが、本章では政策的な実務

利用を念頭に置き、これらの該当値を暫定的に0として再定義して集計した。

これらの空間データおよび統計データを、GIS上で表示・処理した。具体的には、農業地区類型、

筆ポリゴン、農業集落境界をGISにて可視化することで、各農業集落に含まれる農業集落の各種

属性を集計し、空間的な農地の集塊性や断片化の程度を評価した。本章で使用したデータはいず

れも公的機関が整備・公開しているものであり、特定の地域や年度に限定されない汎用性を有し

ている。このため、本章で示すデータ構成、および分析枠組みは、今後の地域計画の進捗管理や

更新作業においても継続的に利用可能である。さらに、同様のデータが整備されている他地域に

おいても、同一の手法を適用することで比較分析を行うことも可能である。

2-1.農業地域類型

(1)農業地域類型第1次分類

1．農業地域類型第1次分類の空間分布特性

まず、最初に福井県内の旧市区町村単位の農業地域類型をGISにより地図化した。福井県内の

旧市区町村単位の農業地域類型第1次分類地図が図3-7である。また、市町村単位で集計した農業

地域類型第一次分類別クロス表が表3-2であり、それをグラフに示したものが図3-8である。

図3-6を見ると、福井県内における旧市区町村単位での農業地域の空間的な分化が明瞭に確認

できる。まず、1 都市的地域、および2 平地農業地域は、福井平野を中心とする嶺北地域の低地

部にまとまって分布している。福井市、坂井市、鯖江市、越前市などでは、1 都市的地域と2 平

地農業地域がモザイク状に分布しており、都市機能と農業生産が近接・混在する地域構造が形成

されていることがわかる。

一方で、県東部から南部にかけての山間部、すなわち大野市、勝山市、池田町、南越前町など

では、4 山間農業地域が面的に広く分布している。これらの地域では、林野率が高く、耕地が谷

沿いや集落周辺に限られるという地形的制約が強く、農業生産条件が相対的に厳しい地域特性を
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有している。また、嶺南地域においても、

おおい町、高浜町、美浜町などでは、海

岸部や平坦地を除き、3 中間農業地域や

4 山間農業地域が多くを占めている。3 中

間農業地域は、平野部と山間部の中間的

な地帯として、県内各地に広く分布して

いる。越前町、若狭町、小浜市などでは、

3 中間農業地域が主要な構成要素となっ

ており、平坦な耕地と傾斜地が混在する

農業環境を反映した分布となっている。

次に、表3-2の市町村別に農業地域類型

第1次分類を集計したクロス集計表、図

3-7の市町単位の第1次分類数グラフを見

ると、各市町の農業地域類型第1次分類の

違いが定量的に把握できる。全体計では、

3 中間農業地域が59、4 山間農業地域が56

と多く、これに2 平地農業地域45、1 都市

的地域32が続いている。これは、山地・丘陵地を多く含む福井県全体の地形構造を反映した結果

である。

市町村別に見ると、福井市は農業地域類型数が合計36と最も多く、1 都市的地域（7）、2 平地

農業地域（12）、3 中間農業地域（4）、4 山間農業地域（13）と、すべての類型を含む多様な構

成となっている。これは、福井市が県庁所在地として都市機能を有すると同時に、周辺部に山間

部や中山間地も抱える広域市町であることを反映している。坂井市や鯖江市、越前市では、2 平

地農業地域と1 都市的地域の比重が高く、平野部を中心とした農業生産と都市化の進展が同時に

進んでいる地域構造が読み取れる。一方で、大野市や勝山市、池田町、南越前町では、4 山間農

業地域や3 中間農業地域が大半を占めており、農地集約や担い手確保において、より厳しい条件

下にあることが示唆される。

嶺南地域に目を向けると、敦賀市や小浜市は1 都市的地域、2 平地農業地域、3中間農業 地域、

4 山間農業地域が比較的バランスよく分布しているのに対し、高浜町や美浜町では3 中間農業地

域の比重が高いなど、市町ごとに農業地域類型の構成が大きく異なることがわかる。

表3-2　市町単位の第1次分類数
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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図3-6　旧市区町村単位の農業地域類型第1次分類図
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成

図3-7　市町単位の第1次分類数グラフ
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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(2)農業地域類型第2次分類

農業地域類型の第2次分類は、第1次分

類で整理された地域において、どのよう

な農業的土地利用条件が農業経営の基礎

となっているかを示す区分である。具体

的には、田畑面積に占める田面積の割合、

すなわち水田率を基準指標として、「1 水

田型」「2 田畑型」「3 畑地型」の3類型が

設定されている。この区分は、作目構成

や営農形態、農地利用の柔軟性を理解す

る上で重要であり、地域計画における農

地集約や担い手配置を検討する際の基礎

情報となる。

福井県内の旧市区町村単位の農業地域

類型第2次分類の地図が図3-8である。ま

た、市町村単位で集計した農業地域類型

第一次分類別クロス表が表3-3であり、そ

れをグラフに示したものが図3-9である。

表3-3の市町村別集計結果を見ると、福

井県全体計では1 水田型が168、2 田畑型が17、3 畑地型が7となっており、圧倒的に1 水田型が

多い構成となっている。これは、福井県が北陸地方の代表的な水稲作地帯であり、平野部のみな

らず中山間地域においても水田農業が広く展開されてきたことを反映している。一方で、2 田畑

型や3 畑地型は数としては少ないものの、特定の市町や地域に局所的に分布しており、地域農業

の多様性を示す要素として重要である。とくに2 田畑型は、水田と畑作が併存する地域を示し、

作目の多様化や複合経営の可能性を内包している。

1 水田型は、ほぼすべての市町村に分布しており、福井市（34）、坂井市（16）、越前市（16）といっ

た嶺北平野部の市町で特に多く見られる。また、大野市、勝山市、鯖江市などでは、すべてが･

1 水田型となっており、地域農業が水稲作を中心に構成されていることが明確である。GISによ

る地図(図3-8)を見ると、1 水田型は福井平野を中心とする低地部に面的に広がるだけでなく、中

山間地域の谷沿いや集落周辺にも連続的に分布している。これは、地形的制約のある地域におい

ても、用水整備や棚田開発などを通じて水田利用が維持されてきた歴史を反映している。地域計

画の観点からは、1 水田型地域は農地の形状や区画が比較的均質である場合が多く、担い手への

集約や大区画化、作業受委託の導入が進めやすい地域といえる。一方で、水稲単作への依存度が

高いことから、担い手不足が進行した場合の影響も大きく、計画的な農地集積と経営体の育成が

不可欠である。

2 田畑型は、あわら市（3）、坂井市（5）、永平寺町（1）、池田町（1）、南越前町（2）、越前町

（1）、敦賀市（1）、小浜市（2）、美浜町（1）など、主に平野部と中山間部の境界域や沿岸部に点

在している。2 田畑型地域は、水田と畑地が併存することで、作目の多様化や複合経営が可能な

表3-3　市町単位の第2次分類数
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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地域であると同時に、農地利用が細分化しやすいという特徴も持つ。GIS上では、河岸段丘や緩

斜面、沿岸の狭小平野などに分布する傾向が見られ、地形条件と農業利用の対応関係が明確であ

る。

3 畑地型は、全体で7と数は少ないが、福井市、あわら市、坂井市、越前町、若狭町などに散

発的に分布している。3 畑地型には、耕地面積が極めて小さい地域や、果樹・園芸など特定作目

に特化した地域が含まれる。3 畑地型地域は、水田農業を前提とした農地集約とは異なる論理で

の地域計画が求められる。すなわち、担い手の確保や農地利用の継続において、経営体の専門性

や市場との関係性を重視した計画が必要となる。

図3-8　旧市区町村単位の農業地域類型第2次分類図
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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(3) 第1次分類別 第2次分類クロス集計

次に、農業地域類型の第1次分類（1 都市的地域・2 平地農業地域・3 中間農業地域・4 山間農

業地域）と、第2次分類（1 水田型・2 田畑型・3 畑地型）をクロスさせた分析結果(表3-4)につい

て見てみたい。このクロス分析は、福井県の旧市区町村単位における地域の地形・土地利用とい

う基盤的条件（第1次分類）と、農業経営の基礎となる作目構成（第2次分類）との関係を明らか

にするものであり、地域農業の構造的特性を多層的に把握するための指標となる。

　第1次分類別 第2次分類クロス集計によれば、全192旧市区町村単位うち、1 都市的地域では、

1 水田型26、2 田畑型4、3 畑地型2の計32となっている。1 都市的地域は、非農業的土地利用が

集積する地域であるが、その内部には依然として一定規模の農地が残存しており、その多くが1 

水田型であることが分かる。これは、都市周辺部においても水田が継続的に利用されてきた福井

県の土地利用の特徴を反映している。一方で、2 田畑型や3 畑地型が1 都市的地域に存在する点は、

都市近郊農業や園芸・畑作の立地を示唆している。これらの地域では、農地の集約や大区画化よ

りも、土地利用転換や営農継続の調整が地域計画上の課題となる。

2 平地農業地域では、1 水田型40、2 田畑型5、3 畑地型0の計45となっており、1 水田型がほ

ぼ支配的である。2 平地農業地域は、地形的制約が少なく、区画整理や機械化が進みやすい地域

であり、福井県における水稲生産の中核をなす地域である。この分類構成は、地域計画において

も、2 平地農業地域が担い手への農地集積や大区画化を進める上で、最も条件の整った地域であ

ることを裏付けている。2 田畑型が一定数存在する点については、河岸段丘や微高地など、局所

的な地形条件の違いによる作目多様性を反映したものと考えられる。

3 中間農業地域では、1 水田型53、2 田畑型3、3 畑地型3の計59となっており、1 水田型が主

流であるものの、他の分類と比較して第2次分類の多様性が相対的に高い点が特徴である。3 中

図3-9　市町単位の第2次分類数グラフ
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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間農業地域は、平野部と山間部の中間に位置し、地形条件や土地利用がモザイク状に分布する地

域である。このため、水田を中心としつつも、畑作や複合経営が成立しやすい条件を有しており、

2 田畑型・3 畑地型が一定数存在している。地域計画の観点から、3 中間農業地域は一律の集約

戦略を適用するのではなく、農地の空間構造や作目特性に応じた柔軟な対応が求められることが

示唆される。

4 山間農業地域では、1 水田型49、2 田畑型5、3 畑地型2の計56となっており、地形的制約が

大きいにもかかわらず、1 水田型が多数を占めている。これは、棚田や谷沿いの水田など、山間

部においても水稲作が重要な営農形態として維持されてきた福井県の農業の特徴を示している。

一方で、4 山間農業地域における1 水田型は、農地の分散性が高く、集約化や機械化が困難であ

る場合が多い。このため、地域計画においては、単純な規模拡大ではなく、集落単位での維持管

理や多面的機能の評価を含めた施策が重要となる。

表3-4　第1次分類別 第2次分類クロス集計
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成

図3-10　第1次分類別 第2次分類グラフ
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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(4) 筆ポリゴン別の農業地域類型集計

これまで農業地域類型を旧市区町村単位で整理し、各類型がどの地域にどの程度分布している

のかを、主として区域数や集計値を用いて把握してきた。しかし、こうした集計はあくまで市町・

農業地域類型の区分単位に基づくものである。そのため、その内部に実際にどれだけの農地が、

どのような広がりをもって存在しているのか、また、対象となる農地がどの程度の面積規模を有

しているのかについては、十分に反映しているとは言えない。地域計画の実行段階での活用を見

据えた場合、単に類型の数や広がりを議論するだけでは不十分であり、各類型の内部に含まれる

農地の数や面積といった、実際の農地の量を空間的に把握することが不可欠である。そこで本章

では、この点を踏まえ、筆ポリゴンデータを活用し、GISを用いて農業地域類型別に筆ポリゴン

を空間集計し、農地の実態をより具体的に検証した。

まず、農業地域類型第1次分類（1 都市的地域、2 平地農業地域、3 中間農業地域、4 山間農業

地域）ごとに、筆ポリゴンを表示したものが図3-11である。そして、各市町村別に農業地域類型

第1次分類ごとに筆ポリゴン面積を集計した結果が表3-4と図3-12である。図3-12によると、福井

市や坂井市、越前市などの平野部を含む市町では、2 平地農業地域に分類される区域の筆ポリゴ

ン面積が大きく、農地が面的に広く分布していることが確認できる。特に坂井市では、2 平地農

業地域に該当する筆ポリゴン面積が突出して大きく、福井県内でも有数の集約的農業地域である

ことが、空間データからも裏付けられる結果となっている。一方、大野市や勝山市、池田町、南

越前町などの内陸部・山間部を多く含む地域では、4 山間農業地域や3 中間農業地域に分類され

る筆ポリゴン面積の比率が高い。これらの地域では、農地が谷沿いや集落周辺に分散的に立地し

ており、平地部のような大規模な面的広がりは見られない。その結果、筆ポリゴンの総面積自体

も比較的小さく、地域ごとの農地集約の前提条件が大きく異なることが読み取れる。

また、1 都市的地域に分類される区域については、福井市や鯖江市、小浜市などの市街地周辺

に限定的に分布しており、筆ポリゴン面積は相対的に小さい。農林業センサスにおいても、これ

らの地域では農業経営体数や耕地面積が少なく、農地は住宅地や工業用地と混在した形で存在し

ていることが示されている。筆ポリゴンの空間分布からも、農地が連続的にまとまるというより

は、断片的に残存している状況が視覚的に確認できる。

このように、農業地域類型別に筆ポリゴンを集計することで、農林業センサスが示す数値とし

ての農業構造と、GISによって可視化される空間としての農地構造を結び付けて理解することが

可能となる。特に、同じ水田農業を基盤とする地域であっても、2 平地農業地域と4 山間農業地

域では、農地の配置や集塊性に大きな差が存在することが明確に示された点は重要である。



− 35 −

図3-11　筆ポリゴン単位の農業地域類型第1次分類図
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成

図3-12　市町別第1次分類筆ポリゴン面積グラフ
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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次に、表3-5の筆ポリゴン面積の集計結果を見ると、類型間で明確な差異が認められる。2 平

地農業地域および3 中間農業地域では、筆ポリゴン面積の合計が他の類型に比べて大きく、特に

2 平地農業地域では、坂井市、福井市、越前市といった主要な農業地域において、単一市町村内

で数千万平方メートル規模の農地面積が集積している。一方、4 山間農業地域では、該当区分数

は多いものの、区分ごとの筆ポリゴン面積は相対的に小さく、農地が分散的に存在していること

が、数値としても明確に示されている。

市町村別に見ると、坂井市では2 平地農業地域に分類される筆ポリゴン面積が突出して大きく、

県内でも最大規模の農地集積が進んでいることが分かる。福井市においても、2 平地農業地域、

および3 中間農業地域の筆ポリゴン面積が大きく、1 都市的地域を含みながらも、依然として農

地量が多い地域であることが、面積集計から裏付けられる。一方、大野市や勝山市、池田町といっ

た内陸部の市町では、4 山間農業地域に分類される筆ポリゴン面積の割合が高いものの、総面積

としては平地部の市町に比べて小さい。

表3-5　市町別第1次分類筆ポリゴン面積集計
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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図3-13　旧市区町村単位の2020農林業センサス-農業経営体
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成

図3-14　市区町村単位の農業経営体数
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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2-2.2020年農林業センサス農山村地域調査

(1) 農業経営体

次に2020年農林業センサスの農山村地域調査に基づく調査結果を可視化・考察したい。

図3-13は、農山村地域調査の農業経営体数結果を、GISを用いて農業村落地域単位で可視化し

たものである。ここで用いている農業村落地域とは、農林業センサスにおける旧市町村での地

域単位であり、現在の市町村行政区とは必ずしも一致しない。図3-13では、各農業村落地域ごと

に農業経営体数を集計し、その値を階級区分によって色分けして表示している。階級は1～10、･

10～20、20～30、30～40、40～49の5区分とし、色が濃くなるほど農業経営体数が多い地域であ

ることを示している。このような階級区分を用いることで、県内における農業経営体数の多寡を

相対的に比較しやすくしている。

図3-13を概観すると、農業経営体数の多い農業村落地域は、県内の平野部を中心に分布してい

ることが分かる。特に、複数の村落地域が連続して20以上、あるいは30以上の経営体数を示して

いる地域では、農業が面的に成立している様子が視覚的に確認できる。これらの地域では、農地

が比較的まとまって存在し、農業経営体が一定数維持されていることが推察される。一方で、山

間部や沿岸部に位置する農業村落地域では、農業経営体数が10未満の階級に分類される地域が広

く分布している。これらの地域では、農業経営体数が少なく、農業が地域全体の基幹的な産業と

しては成立しにくい状況にあることが示唆される。ただし、同じ山間部や沿岸部であっても、局

所的に20以上の経営体数を有する村落地域が存在しており、農業の存続状況には地域差があるこ

とが読み取れる。

また、本図の特徴として、農業経営体数の分布が必ずしも連続的ではなく、モザイク状に現れ

ている点が挙げられる。これは、農業経営体が市町村全域に均等に分布しているのではなく、特

定の村落地域に集中して存在していることを示している。行政区画としては同一の市町村内で

あっても、農業経営体数の多い地域と少ない地域が明確に分かれており、農業の実態が地域ごと

に大きく異なっていることが可視化されている。さらに、本図は農業経営体数の「存在量」を示

すものであり、経営体の規模や経営形態の違いを直接示すものではない。しかしながら、一定数

以上の農業経営体が集中している村落地域は、集落営農や法人化などの取り組みが成立しやすい

基盤を有している可能性が高いと考えられる。一方で、経営体数が極めて少ない地域では、個別

経営体への依存度が高く、将来的な維持が課題となることが想定される。

また、図3-14は、2020年農林業センサスに基づき、福井県内17市町村ごとの農業経営体数を集

計し、その実数を棒グラフで示したものである。縦軸は農業経営体数、横軸は市町村名を示して

おり、各市町村における農業経営体数の規模を直接比較できる構成となっている。最も農業経営

体数が多いのは福井市であり、2,333経営体となっている。県内で唯一2,000経営体を超えており、

福井県全体の中でも突出して多い値を示している。次いで多いのは坂井市で1,454経営体、続い

て越前市が1,196経営体、大野市が933経営体となっている。これら4市はいずれも1,000経営体前後、

あるいはそれ以上の規模を有しており、県内農業の中核をなす市町村であることが分かる。中位

層としては、勝山市が580経営体、若狭町が525経営体、あわら市が508経営体、鯖江市が445経営

体、小浜市が443経営体、越前町が447経営体、敦賀市が356経営体といった市町村が挙げられる。

これらの市町村では、おおむね400～600経営体程度が存在しており、県内では中規模の農業経営
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体数を有するグループに位置付けられる。一方、農業経営体数が300未満の市町村も複数存在する。

永平寺町は269経営体、南越前町は251経営体、美浜町は213経営体、高浜町は198経営体、池田町

は125経営体となっている。特に池田町は、県内で最も農業経営体数が少ない市町村であり、100

経営体台にとどまっている。このように、福井県内の市町村別農業経営体数には大きな幅があり、

最多の福井市の2,333経営体と最少の池田町の125経営体には、約18倍以上の差が見られる。

次に農業経営体の内訳である個人経営・団体経営別の実数と構成比を市町村別に集計したもの

が図3-15である。まず、図左上の個人経営体数と左下の個人経営体割合について見ると、最も多

いのは福井市で2,195経営体である。これは同市の農業経営体全体の94％を占めており、市町村

内の農業経営の大部分が個人経営によって担われていることが分かる。次いで多いのは坂井市で

1,316経営体、越前市で1,128経営体、大野市で885経営体となっており、いずれも個人経営が9割

前後を占めている。中位層では、あわら市が457経営体、鯖江市が412経営体、勝山市が554経営

体となっている。これらの市町でも、個人経営の割合はおおむね92～94％程度で推移しており、

農業経営体の中心が個人経営である構造は共通している。町部に目を向けると、永平寺町は353

経営体、南越前町は229経営体、越前町は426経営体、敦賀市は351経営体、小浜市は424経営体、

若狭町は487経営体となっている。これらの市町でも、個人経営の割合は概ね90％前後であり、

最も低い水準でも池田町の82％にとどまっている。

次に、図右上の団体経営体数と図右下の団体経営体割合を見ると、個人経営と比べて数は大幅

に少ない。最も団体経営体数が多いのは坂井市で138経営体であり、構成比は9％となっている。

次いで福井市が138経営体で6％、越前市が68経営体で6％となっている。あわら市では51経営体

図3-15　市区町村単位の個人・団体経営の詳細
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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（10％）、鯖江市では33経営体（7％）、勝山市では26経営体（4％）となっており、市町村によっ

て団体経営の比率にばらつきがあることが分かる。特に坂井市では、団体経営の割合が他市町と

比べて高く、1割程度を占めている点が特徴的である。町部では、永平寺町が16経営体（6％）、

南越前町が22経営体（8％）、越前町が21経営体（5％）、敦賀市が5経営体（1％）、小浜市が19経

営体（4％）、美浜町が4経営体（2％）、高浜町が4経営体（2％）、おおい町が15経営体（5％）、若

狭町が38経営体（7％）となっている。図右下の団体経営の割合は、最も低い敦賀市で1％、最も

高い池田町で13％となっており、市町村間で10倍以上の差が存在している。

以上のように、福井県内17市町村においては、すべての市町村で個人経営が農業経営体の多数

を占めており、その割合は概ね9割前後である。一方で、団体経営は数としては少ないものの、

市町村によっては一定の割合を占めており、農業経営体の構成に差異が見られる。

さらにこれらの個人団体経営体数と団体経営体数をGISにより地図化したものが図3-16である。

図3-16左の個人経営体の村落別分布図を見ると、福井市、坂井市、あわら市、越前市といった嶺

北平野部の市町において、個人経営体数が多い村落が面的に連続して分布していることが分かる。

特に福井市南部から坂井市にかけては、20以上、30以上の個人経営体を有する村落が密に存在し

ており、個人経営を基盤とした農業が広域的に成立している様子が読み取れる。一方、勝山市や

永平寺町では、平野部に近い村落では一定数の個人経営体が確認されるものの、山間部に入るに

つれて10未満の村落が増加している。嶺南地域では、小浜市や若狭町、美浜町において沿岸部や

平坦地に個人経営体が点在している一方、高浜町、おおい町では個人経営体数が少ない村落が多

く、分布は断続的である。池田町や南越前町では、個人経営体は存在するものの、全体として少

数にとどまり、村落ごとの差が大きいことが地図上から確認できる。

図3-16右の団体経営体の村落別分布図を見ると、個人経営体とは対照的に、分布が特定の地域

に集中していることがわかる。団体経営体が比較的多く確認できるのは、坂井市、あわら市、福

井市の一部地域であり、これらの市では2以上、あるいは4以上の団体経営体を有する村落がまと

まって分布している。特に坂井市では、平野部を中心に団体経営体の存在が連続的に見られ、組

織的な農業経営が地域として成立していることがうかがえる。一方、勝山市、永平寺町、池田町、

南越前町では、団体経営体が存在しない、あるいは1のみの村落が大半を占めており、組織的経

図3-16　旧市区町村単位の個人・団体経営体数
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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営が限定的であることが分かる。嶺南地域では、小浜市や若狭町の一部村落で団体経営体が確認

されるものの、美浜町や高浜町、おおい町ではほとんど分布が見られず、団体経営の成立条件が

地域によって大きく異なることが空間的に示されている。

(2) 農業用用排水路

図3-17は、農山村地域調査結果の農業用用排水路の有無、および保全状況を区分し、GISによ

り可視化したものである。青色で示された地域は、農業用用排水路が存在しかつ保全されている

地域、橙色で示されている地域は、用排水路は存在するが保全が十分に行われていない地域、赤

色で示されている地域は、農業用用排水路が存在しない地域を示している。図全体を概観すると、

福井平野を中心とした嶺北地域の多くの農業村落では、農業用用排水路が整備され、かつ保全さ

れている青色で示されている区域が面的に広く分布していることが確認できる。特に福井市、坂

井市、あわら市、越前市の平野部では、農業用水路網が集落単位で整備・維持されてきた経緯が

反映されており、農業基盤としてのインフラが地域全体に行き渡っている様子が読み取れる。

一方で、同じ嶺北地域であっても、丘陵部や山間部に近い村落では、橙色や赤色で示される区

域が点在している。これらの地域では、用排水路は存在するものの保全が十分でない、あるいは

そもそも農業用用排水路が整備されていないケースが見られ、農業基盤整備の進捗に地域差があ

ることが明確である。嶺南地域でも青色で示されている区域が面的に広く分布しているが、山間

部や半島突端に近い村落では、橙色や赤色で示される区域が点在している。これは、地形条件や

農地の分散性、農業規模の違いなどが、農業用インフラ整備に影響してきた結果と考えられる。

図3-18は、市町村ごとに農業用用排水路があり、かつ保全されている割合を示したものである。

まず、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市では、保全率がおおむね90％前後と

高い水準にある。これらの市町では農業用用排水路の維持管理が比較的安定して行われていると

評価できる。特に永平寺町やおおい町では95％を超える高い保全率が示されている。注目すべき

は、敦賀市と小浜市である。敦賀市では保全率が70％と低く、小浜市でも保全率は71％前後にと

どまっている。

図3-17　農業用用排水路の有無および保全状況
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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(3) 農業集落行事

本節では、農山村地域調査における「農業集落行事（祭り・イベントなど）が行われているか」

という項目について、村落別のGIS分布図と、市町村別に集計した実施割合のグラフを用いて、

その地域的特性を考察する。農業集落行事は、農業そのものの生産活動とは異なるものの、集落

の結束や共同性、担い手の存在を反映する指標であり、地域農業の持続性を考える上で重要な社

会的要素である。

図3-19は、農業村落地域単位で農業集落行事の有無をGISにより可視化したものである。福井

県内の大部分の農業集落において、農業集落行事が行われている状態が確認できる。嶺北地域で

は、福井市、坂井市、あわら市、越前市を中心に、ほぼ連続的に実施集落が分布しており、面的

に広がる農村社会の活動が可視化されている。これらの地域では、農業集落行事が日常的な共同

活動として定着していることがうかがえる。一方で、赤色で示される農業集落行事が行われてい

ない集落も点在している。これらは市町村全体の中では少数であるが、山間部や沿岸部、あるい

は市町村境界付近に散発的に分布している。勝山市や大野市の山間部、南越前町や池田町の一部、

嶺南地域では美浜町、高浜町、若狭町の一部集落で、行事が行われていない集落が確認できる。

次に、市町村別に農業集落行事が行われている割合を示した図3-20のグラフを見ると、農業集

落行事の有無割合は、全体として高い水準にあることが分かる。大野市、南越前町では実施割合

が100％に達している。それ以外の市町でも95％前後の高い割合を示している。嶺南地域に目を

向けると、敦賀市が94％、小浜市が96％、美浜町が94％、高浜町が97％、おおい町が93％、若狭

図3-18　農業用用排水路の有無および保全状況割合
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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町が91％となっている。嶺南地域で実施率は低いことがわかる。

図3-19　農業集落行事の実施
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成

図3-20　農業集落行事の実施割合
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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(4) 実行組合

次に、農林業センサス 農山村地域調査における実行組合に関する調査結果について、GISによ

り作成した村落別分布図と、市町村別の実数および割合を示したグラフの両面から、その地域的

特性を考察する。実行組合は、農業用用排水路の維持管理や共同作業、事業実施を担う実務的組

織であり、その有無は集落の農業運営能力や基盤管理力を読み解く重要な指標である。福井県内

の旧市区町村単位の実行組合の有無割合を地図化したものが図3-21である。また、市町村単位で

集計した実行組合の有無の数と割合を示したグラフが図3-22である。

図3-21図を見ると、福井県内の多くの農業村落において実行組合がある状態が、面的に広く分

布していることがわかる。一方で、同じ市町村内であっても、山間部や嶺南地方の半島突端部で

は実行組合が存在しない村落が点在していることもわかる。このように、実行組合の存在が行政

区画よりも、地形条件や農地集積状況、集落規模といった村落単位の条件に強く規定されている

ことが読み取れる。

次に、市町村別に実行組合の有無の数を示したグラフである図3-21左を見ると、最も多いのは

福井市で362集落に実行組合が存在している。次いで坂井市が188集落、越前市が169集落、大野

市が132集落となっており、嶺北平野部の市町が上位を占めている。一方、実行組合がある集落

数が少ない市町としては、池田町が30集落、美浜町が30集落、高浜町が37集落、おおい町が45集

落となっている。実行組合の有無の割合を示した図3-21右のグラフを見ると、実数とはやや異な

る特徴が浮かび上がる。福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市では、い

ずれも90％を超える高い割合を示しており、集落の大多数で実行組合が存在していることが分か

る。特に永平寺町では98％と非常に高い割合を示している。一方で、池田町では81％と他市町と

比べて低く、南越前町や越前町、敦賀市でも85％前後にとどまっている。

図3-21　実行組合の有無割合
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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2-3.まとめ

本章では、令和6年度末までに全国で策定が完了した地域計画が、現在、実行・進捗管理段階

へ移行している状況を踏まえ、福井県を対象として、GISを用いた空間的分析により、農地条件・

農業構造・集落機能の実態を多面的に整理することを行った。地域計画は、担い手への農地集積・

集約を進めるための実行計画であり、その実効性を高めるためには、単なる農地の集計だけでは

なく、農地がどこに、どのように存在し、どのような条件下で維持・管理されているのかを、空

間的に把握することが不可欠である。本章では、この課題意識に基づき、筆ポリゴン、農業集落

境界、農業地域類型、2020年農林業センサスの農山村地域調査といった公的データを集計やGIS

にて可視化し、農業集落単位を基本とした分析を行った。

まず、農業地域類型第1次分類の分析から、福井県は2 平地農業地域、3 中間農業地域、4 山間

農業地域がモザイク状に分布する地形的特性を有し、3 中間農業地域、4 山間農業地域が多くを

占めることが明らかとなった。また、第2次分類では、全192区分のうち168が水田型に該当し、

福井県農業が県全体として1 水田型であることが数量的に確認された。この傾向は平野部に限ら

ず、3 中間農業地域、4 山間農業地域においても共通しており、棚田や谷沿い水田を含めた水田

農業の広がりが福井県農業の基盤であることを示している。さらに、第1次分類と第2次分類のク

ロス集計により、2 平地農業地域では水田型がほぼ支配的である一方、3 中間農業地域、4 山間

農業地域では2 田畑型、3 畑地型が一定数混在し、農業構造の多様性が相対的に高いことが明ら

かとなった。これは、地域計画において一律の集約戦略を適用することの難しさを示しており、

地域類型に応じた柔軟な計画設計の必要性を示唆している。次に、筆ポリゴンを用いた農地面積

の空間集計から、同じ農業地域類型に属する地域であっても、農地の集塊性や分散性には大きな

差が存在することが確認された。特に坂井市や福井市などでは、平野部に広大かつ連続的な農地

が分布しているのに対し、大野市、勝山市、池田町などの内陸・山間部では、農地が小規模かつ

分散的に存在している。

また、農林業センサスの農山村地域調査を用いた分析では、農業経営体数、農業用用排水路の

整備・保全状況、農業集落行事、実行組合といった指標を農業集落単位でGISにて地図化した。

その結果、福井県内では多くの集落で農業集落行事や実行組合が維持されている一方で、山間部

図3-22　実行組合の有無の数と割合
出所：農林水産省 (2025)を基に著者作成
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や半島突端部を中心に、それらが成立していない集落が点在していることが示された。これらの

結果から、地域計画の実行可能性は、単に農地面積や担い手数といった量だけでなく、農業集落

という空間単位における社会的・組織的基盤の有無に対しての考慮も必要があることが示唆され

る。すなわち、農地が存在していても、実行組合や共同活動が維持されていない集落では、計画

通りの農地集約や基盤管理を進めることは困難である可能性が高い。

以上を総合すると、本章で示したGISによる空間分析は、平成6年度末に策定済みの各市町の

地域計画を実行段階で検証するための有効な基礎資料となり得るであろう。今後は、今回の分析

結果を地域計画の進捗管理や定期的な見直しに組み込み、計画を固定的なものとして扱うのでは

なく、地域の実態変化に応じて柔軟に調整していくことが期待される。
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Ⅳ．福井の流域と湾：地域計画文化の系譜

１ 本章の目的と分析の位置づけ

1-1.本章の位置づけと問題設定

本章は、FY2024にRIREへ提出した「計画文化（planning culture）」に関する報告（Phase 1）

のPhase 2（継続編）である。前年度報告が概念レンズの提示に重心を置いたのに対し、本章は

そのレンズを福井県に引き寄せて適用し、GX（グリーン・トランスフォーメーション）および

長期的な維持管理制約のもとで、既存の空間的・制度的資産が「現実に達成可能なこと」をどの

ように規定しているかを明確化する。

この10年、日本の地域計画は、人口減少・高齢化、気候災害リスクの増大、GX（グリーン・

トランスフォーメーション）の制度化という三つの制約のもとで再交渉されてきた。いま求めら

れているのは、集約化（コンパクト化）・防災・脱炭炭素を同時に進めることである。だが論点は、

個別施策や短い計画周期だけでは整理しきれない。河川流域、森林と水の循環、沿岸生態といっ

た長寿命の社会—自然の結びつきの中に置くことで、初めて課題の所在と実行可能性が見えてく

る。その際に決定的なのが計画文化である。計画文化とは、「地域の自然」を危険・資源・基盤・

環境のどれとして捉えるのかを実務の中で定着させ、その捉え方を国・県・市町村の制度運用へ

結びつける規範と慣行の総体である（Friedmann 2005）。とりわけ非大都市圏では、人口縮小と

財政制約のもとで既存基盤の維持・改修が中心課題となる一方、災害や環境変化は場所と時間に

偏りをもって危険を再配分し続ける。

1-2.福井を扱う理由

本章は、福井県を地域計画の分析的に豊かな事例として扱う。福井は一つの県域の中に、流域（山

地—平野）と沿岸域（湾）を同時に含むため、国の制度や投資が県都を介して地域の景観や事業

へ落とし込まれていく過程を、単一の枠組みで追跡できる。この特性により、(1) 流域と沿岸の

連動、(2) 県都の結節点としての機能、(3) 上流—下流の利害調整の仕組み、(4) 国家インフラがも

たらす緊張関係を、一体として検討できる。 福井はまた、相互に依存する二つの系として理解

できる。すなわち、(i) 上流—下流関係が治水・利水・地域開発の方向を組織する内陸の流域系と、

(ii) 生業・保全・国家的基盤が重なり、ときに衝突する沿岸の湾系である。

本章の目的は次の三点である。(1) 都市と地域を社会—自然システムとして捉え、計画文化が「自

然」「危険」「価値」をどのように定義し、複数の統治段階にまたがって実務へ結びつけてきたか

を示す。(2) 明治期から1975年までの日本の地域計画を、河川・森林・沿岸に対する行政上の捉

え方（枠づけ）の変遷として再読し、戦後・高度成長期に形成された制度・基盤の前提がどのよ

うに残存したかを整理する。(3) 福井県を九頭竜川—足羽川の流域系と若狭湾沿岸系という二つ

の焦点から具体化し、人口縮小と財政制約のもとで、制度的遺産が今日の維持管理とGXの選択

をいかに条件づけているかを明らかにする。
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２ 分析枠組み

2-1.社会—自然システムと計画文化

本章の前提は単純である。都市と地域は純粋に人間がつくるものでも、経済活動の中立な入れ

物でもない。居住形態、基盤施設、制度、日常の営みが、水文・地質・生態の動きと相互作用し

て成り立つ、層の厚い社会—自然システムである。河川流域や沿岸の過程、堆積や斜面の条件、

森林生態、土壌は、人びとの立地の選択と災害の広がり方を左右し、長期に固定されやすい発展

の道筋を規定する（Elmqvist et al. 2013；Forman 2008, 2014；Gray 2017）。この視角から見れば、

「開発」とは、特定の地盤・水系・生態の条件の上で、人間、基盤施設、人間以外の過程の関係

を長い時間をかけて組み替える営みである。

理解を助けるため、都市化を「第二の自然（second nature）」の形成として捉えておきたい。

建造環境は「第一の自然」（地質、水、植生、気候）を置き換えるのではない。水を水路に通

し、地下に通し、切土・盛土を行い、安定化し、意味づけを変えながら、なおそれに依存し続

ける。道路や工業地、住宅地は段丘・扇状地・埋立地・海岸平野などの上に配置され、その物

理的性質が危険の現れ方、維持費用、生態の回復力を左右する（Forman 2008, 2014）。地多様性

（geodiversity）の研究も、鉱物基盤、地形、堆積層、河岸段丘といった非生物的な自然が、単な

る背景ではなく社会—自然システムを動かす要素であることを示している（Gray 2017；Fraga 

de Araújo Pereira et al. 2020）。長い時間で見れば、こうした条件と人間の介入の重なりが脆弱

性を増幅することもあれば、制度が学び前提を更新することで危険の偏りを小さくしていくこと

もあり得る。

この社会—自然の視角は「時間」を前面に出す。都市の形、堤防、森林管理の仕組み、沿岸の産業、

遺産景観が保たれるのは、社会が労働・資本・知識・象徴価値を繰り返し投じるからである（Flores 

Urushima 2019, 2021；Flores Urushima & de Jong 2019）。ただし、そこで進む時間の速さは一

致しない。基盤施設の老朽化、河川の挙動や土砂の動きの変化、人口構造の変化は、それぞれ異

なる速さで進む。このずれは負荷が高まる局面で表面化する――たとえば堤防が河川の動きに合

わなくなるとき、森林周縁の放棄が斜面の不安定さや獣害の圧力を強めるとき、沿岸の産業が規

制や生態上の制約に直面するときである。したがって長期の社会—自然の捉え方は哲学ではなく

実務的である。現在の選択が過去の投資や制度に制約され、「転換」がしばしば明快な断絶にな

らない理由を説明できるからである。

さらに地域は、内部のまとまりだけでなく、より広い地理との結びつきによっても規定される。

福井の流域と若狭湾は、エネルギーや物資の流れ、政策、専門知の移転といった遠隔地との連関

（telecouplings）を通じて形づくられてきた。県という枠組みの中では県都がこうした連関の「結

節点」となりやすい。すなわち国の制度枠組みや財政の論理、技術的手法、専門家の作法が福井

市を介して具体の事業へ落とし込まれ、同時に上流／下流、沿岸／内陸の負担と便益が調整・交

渉される（Forman 2008）。この点で福井は分析上示唆に富む。流域—湾の相互依存が把握しや

すく、戦後・高度成長期に形成された遺産が、現在の維持管理とGXに関わる選択肢をなお規定

しているからである。

以上を踏まえると、「自然」は安定した外部対象として計画に持ち込まれるわけではない。河

川は危険、資源、生態の回廊、基盤施設、共有の自然資源としてさまざまに位置づけられ得る。
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森林もまた木材供給、侵食の抑制、水源の涵養、文化的景観、炭素吸収源として位置づけられ得

る。こうした位置づけを実務の中で定着させ、特定の介入を正当化し、別の介入を「現実的でない」

ものとして退ける働きを担うのが計画文化である。計画文化とは、共有された規範、問題の捉え方、

根拠（エビデンス）の基準、専門的な実務手順、制度運用上の慣行からなる総体であり、何が計

画問題で、どの時間幅を重視するかを方向づける（Friedmann 2005；Sanyal 2005）。欧州の比較

研究は、こうした文化的要素が制度と専門技術の蓄積に組み込まれ、統治の段階をまたぐ調整が

実務上どのように期待されるかを規定することを示している（Knieling & Othengrafen 2009）。

計画文化は歴史の中で堆積していく。いったん河川を治水や多目的開発の枠組みで主に捉える

ようになると、その見方は行政の実務手順、法制度の定型、予算区分、専門知の配置によって維

持されやすい。これは計画書の記述にとどまらず、事業の正当化、住民が「改善」をどう受け止

めるか、対立をどう解く（あるいは先送りする）かといった日常の実務にも組み込まれる。表面

的には政策が転換したように見えても一定の連続性が残るのは、制度や投資の積み重ねが行政上

の意味づけを部分的に継承するからである（Sorensen 2011, 2015）。

GXにおいてこの媒介はとりわけ重要である。脱炭素はしばしば再生可能エネルギー、吸収源、

省エネ、農業の高度化といった部門別施策として導入される。しかし地域の現場では、それらは

既存の河川空間・緑地・農地・市街地をどう改修し、どう維持し、どう災害に備えるかという課

題と切り離せない。そこで鍵となるのが、河川と緑地を治水・暑熱対策・生態・景観の基盤とし

て一体的に整える「青と緑の基盤づくり」（ブルー・グリーンインフラ、BGI）であり、既存の

資産を前提に機能を更新する「改修」の発想である。計画文化がGXを、単なる技術の上乗せと

して読むのか、財政上の好機として読むのか、環境の手入れ（スチュワードシップ）として読む

のか、あるいは上流／下流・沿岸／内陸関係の再交渉として読むのかによって、実装の姿は大

きく変わる。したがって本章ではGXを標語としてではなく、既存資産と制度的遺産を読み替え、

統治段階の衝突を明示的に交渉することを要請する分析上の視角として扱う。

2-2.災害と制度学習

社会—自然システムとして地域を読む利点は、災害を「異常な中断」ではなく診断的局面とし

て扱えることである。地震、洪水、台風、土砂災害は、人間がいなくてもある形では起こる物理

過程である。災害になるのは、それが建造環境、土地所有、社会経済的格差、そして安全や継続

性に関する文化的前提と衝突するときである（Flores Urushima 2021）。日本では巨大災害が繰

り返し、既存の社会—自然「契約」（どこにどう建てるか、どの川を堤防で囲うか、どの斜面を

棚田にするか、どのリスクを許容するか）の限界を露呈させてきた（福井県 1950；中央防災会

議 2011）。

本章で災害が重要なのは二つの理由からである。第一に、ふだんは見えにくい依存関係を表面

化させる点である。地域で生じた被害が輸送の通路や物流の仕組み、行政間の調整に支えられて

いることによって、自治体や県境を越える統治課題へ転化する過程が可視化される。福井の場合、

震災記録は緊急輸送の制約と迂回の条件を示し、復旧が広域の鉄道・貨物の仕組みに依存してい

たことを明らかにしている（福井県 1950）。すなわち復興は決して地域内部だけで完結する営み

ではない。
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第二に、災害は制度的学習を加速し得る点である。ただしその方向が常に「より良い」ものに

なるとは限らない。ある場合には大規模な工学的介入や中央集権的な統制を正当化して既存の計

画文化を強化し、別の場合には保護・生業・環境の手入れをより均衡させる方向を開くこともあ

る（Vale & Campanella 2005）。この意味で災害は単なる出来事ではなく、「安全」とは何か、「不

可欠な基盤施設」とは何か、「誰の生業を優先するのか」といった統治の区分と合理性が、単に

元に戻されるのではなく再編成され得る局面である（Flores Urushima 2015, 2021）。したがって

本章は、福井の戦後衝撃と反復する流域災害を背景条件ではなく転換点として扱う。復興、河川

事業、総合開発は、新しい制約と期待の下で社会—自然システムを回復する、あるいは再発明す

る試みとして読める。それらはまた通常は暗黙的な計画文化が可視化され（少なくとも一時的に）

争点化・更新される局面でもある（Friedmann 2005；Flores Urushima 2015）。

2-3.方法メモと歴史的射程（明治〜1975）

本章は複数種の資料の精読に基づき、「自然」のカテゴリーがどのように構築され、安定化され、

更新されたかに注意を払う。主要資料は、(1)国・県の計画文書（総合開発計画、部門別計画）、(2)

市町村史・県史・災害記録、(3)河川・沿岸統治・環境問題に関する技術研究、(4)責任と分類が制

度化される過程を示す行政組織再編や政策マニュアルである。「証拠」は、歴史解釈を支えつつ

因果関係を過大に主張しないよう、あらかじめ範囲を定めて用いる。本章でいう証拠とは、①正

式に採択された計画や公的記録に現れる記述、②事業一覧・予算・組織改革・地図・法定区域な

どに確認できる実施の痕跡、③複数文書に反復して現れる安定した行政上の意味づけである。他

方、具体の手段や制度変化に結びつかない標語、単発の修辞、識別可能な統治の仕組みに接続で

きない一般的将来像は、強い証拠としてではなく背景文脈として扱う。地方史や二次文献は、計

画が地域でどのように受け止められ、争点化されたかを照合するために用いるが、制度記録の代

替とはしない。

加えて本章は、形式的な計画や公的記録を補うため、社会—自然システムが実際に維持・改修

される現場で働く暗黙知を必要な範囲で参照する。脇本幹雄（建設技術研究センター）は、経験

が有効な知として機能するのは記録されたときであり、人事異動や組織の境界を越えてノウハウ

を引き継ぐためには暗黙知を可視化することが重要だと述べている（脇本、2016）。この種の資

料は政策の証拠そのものではないが、工学的判断や関係者調整、学習が実務の中でどのように働

くかを読み解くための「実装の手がかり」として位置づける。

本章で明治期から1975年までの地域計画を扱うのは、現在の人口減少・気候災害リスク・GX

の制度化という圧力が、個別政策の手段だけを追っても十分には理解できないためである。これ

らは長寿命の社会—自然システムと、同じく持続的な計画文化の中で作用し合いながら展開して

いる。以下の整理は、後段で扱う福井の「流域—湾」ポートフォリオ（3節以降）と、今日の「地

域計画」「目標地図」「GIS活用」が依拠する前提（把握・分類・可視化の制度化）をつなぐため

の背景である。

（明治〜戦前）領土の把握と可視化、計画構想の形成

地域計画の前提にはまず「把握できる領土」がある。19世紀末から戦間期にかけて、測量、地

図化、地籍整備、工学知と行政知の標準化を通じて、複雑な地域景観が規制や投資に用いること
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のできる行政上の区分へ翻訳された（石田2004；Watanabe 1980）。この時期「自然」は主とし

て、①森林や農業生産などの「資源」、②河川・港湾・交通の通路と結びつく「危険／基盤施設」

という枠組みで統治へ組み込まれる。河川の統治はその代表例であり、流域は治水・生産性・連

結を束ねる実務上の単位として用いられ、便益と負担の偏りを行政手続の中で標準化しやすくし

た（石田1987；藤森 1982）。森林・山地の統治もまた、水源涵養や侵食抑制等を通じて暗黙の流

域論理と結びつき、のちの防災とも接続される。戦間期から40年代初頭にかけて、地域ごとの社

会—自然の多様性を国家が扱いやすい分類枠へ翻訳し、その翻訳を技術手法と行政実務が支える

という仕組みが固まっていく（内務省 1940；石川 1941；阿部 2011）。

（戦後復興と法制度 1945–1962）再建と制度学習、総合開発の形成

戦災復興は計画手段と技術基準を国の枠組みの中で制度化し、地域の被害と景観を、管轄の境

界を越えて資金化・管理・正当化できる形へ翻訳する定型をつくり出した（建設省 1959；日本

都市計画学会 1988）。国土総合開発法（1950年）は、部門別事業の寄せ集めではなく国土を協調

的開発の枠組みとして計画することを制度として位置づけ、河川、森林、農地、工業用地、交通

網を一つの筋書きの中で調整可能にした（日本国 1950）。ここで重要なのは、災害と復旧の経験

が制度的記憶として蓄積され、のちの危険解釈や介入の妥当性を形づくる分類枠・地図・語りの

蓄積庫となっていく点である（福井市 1978）。

（高度成長 1962–1975）全国開発と沿岸開発、環境・景観統治の形成

1960年代以降、交通の通路と結節点、基幹となる基盤施設を軸に国土を組み替える計画志向

が強まり、流域は多目的の基盤施設としていっそう強化され、沿岸は港湾整備・埋立・工業立

地の推進によって国家の競争力を支える帯として位置づけ直される（佐野 2012；長谷川 2009；

日本都市計画学会 2001）。一方、60年代末から70年代初頭にかけて、公害・健康被害・景観をめ

ぐる対立は、「自然」を資源や基盤施設としてだけでなく環境・遺産・景観として保全し管理す

べき領域へ押し出し、総合開発と環境・景観統治の緊張関係を導入した（環境庁 1972–；文化庁 

2001）。この緊張は、今日の維持管理やGXが単なる技術更新ではなく、河川・森林・沿岸を「何

のために」位置づけ直すのか、転換の費用と負担を誰が引き受けるのかをめぐる交渉であること

を示唆する。福井はこれらの要素を圧縮した形で可視化する地域であり、次節以降では、この背

景を踏まえて福井における制度を通じた翻訳の過程と、流域—湾が持続的な利害調整の場となっ

てきた経緯を追う。

３ 福井の二つの焦点領域：流域系と湾系

3-1.福井県内部構造と県都

前節（2節）では、地域計画を長期にわたる社会—自然システムの統治として捉え、それを媒

介する計画文化を軸に整理した。福井県は、その「翻訳」の過程を県域の内部構造のなかで具体

的に観察できる点で示唆に富む。急峻な集水域と狭い谷筋は九頭竜川・足羽川の流域を通じて福

井平野へ連なり、他方で嶺南沿岸は若狭湾のリアス海岸、港湾、入江、漁業を基盤としてきた。

さらに1960年代以降は、原子力関連施設の立地とそれに伴う行政上の仕組みを通じて、国家的な

制度運用や広域経済とも強く結びつくようになる。重要なのは、ここで述べているのが単なる地

理の説明ではないという点である。福井の内部構造は木ノ芽峠を境に、嶺北（福井市と九頭竜—
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足羽流域）と嶺南（若狭沿岸）という二つの系として、実務の枠組みや地域の語りの中で長く編

成されてきた。環境デザインの視点から言えば、(i) 上流／下流関係によって輪郭づけられる内

陸の流域系（例：池田町—旧美山町—福井市）と、(ii) 湾の生態、港湾機能、外部からの政策・

投資の作用によって輪郭づけられる沿岸の湾系である。分析上の利点は、県都が国の制度・財政・

技術を受け止めて地域の施策へ落とし込む結節点となり、流域と湾が費用と便益の偏りをめぐる

利害調整の場として働く点にある。

この翻訳過程を県域スケールで可視化するうえで、福井市の経験は決定的である。福井市は短

期間に二度「廃墟化」した。1945年7月の空襲で市街地の多くが破壊され、さらに1948年6月28日

の福井地震（M6.8–7.1）が甚大な被害をもたらした。死者は約3,800人、全壊家屋は36,000棟を超

える。社会—自然の観点から見ると、緊急復旧と基本復元が第二の深い断絶によって中断され、

都市の形、建物の脆弱性、沖積地・段丘地形と居住の関係を根本から見直さざるを得ない状況が

短い期間に圧縮された。結果として復興は、単発の復旧ではなく、制度学習を伴う集中的な再編

の局面となった。本章にとって重要なのは災害そのものだけでなく、それが計画実務へどのよう

に翻訳されたかである。熊谷太次郎市長の下で進められた復興は、土地区画整理、広幅員道路と

防火帯、公共施設の整備、用途の整理（工業・商業・住宅）といった戦後復興の代表的な手法に

よって組み立てられた。この経験は市史などに制度的記憶として蓄積され、後続研究も国の指針

と地域の設計判断が耐久的な空間構造を形づくったことを示している。ここから二つの含意が導

かれる。第一に、復興は道路網、区画整理、土地利用の整理、実施能力といった「受け皿」を形

成し、その後に福井市が県や国の枠組みを受け止め、具体の事業へ落とし込む結節点として機能

しやすくした。第二に、災害が「大きな介入を正当化する契機」として計画文化を加速した点で

ある。災害は単なる修繕の要求にとどまらず、流域や交通の通路といった広域の視点を、考え得

る政策課題として、また実施可能な事業として立ち上げる条件をつくり替えた。

高度成長期に入ると、福井の地域計画は県の総合開発計画—とくに福井県総合開発計画･

（1961／1964／1968）—として整理され、提示されていく。これらは単なる文書ではなく、国家

的な「統合」の論理を、統合が必要である一方で利害対立も生じやすい社会—自然構造をもつ県

へと落とし込む装置であった。この過程で「自然」の行政上の意味も組み替えられる。河川と地

下水は工業立地と都市拡大の前提条件として位置づけられ、森林は斜面の安定と水源涵養の観点

から管理の対象となり、沿岸は漁業の近代化や観光の場として、さらに後には国家的なエネルギー

関連施設の立地とも結びついていく。福井の総合計画に特徴的なのは、森林と水を地域計画の課

題として明示的に前面化する点である。森林は地下水の涵養や河川流量の調節、斜面の安定に関

わる「天然の貯水機能」として位置づけられ、生活用水・工業用水における地下水依存度の高さ

が強調される。すなわち涵養域の土地利用の変化に対して、全体の仕組みが敏感であることが意

識されている。同時に、保安林制度に依拠しつつ急斜面での荒廃や過伐採を問題として認識し、「維

持管理」が高度成長期のただ中ですでに政策課題として現れている。九頭竜川水系もまた、治水・

水力・灌漑・地域開発を束ねる流域規模の計画対象として立ち上がる。これは小さな技術論では

ない。離散した個別事業の寄せ集めから、ダム・堤防・森林・居住のあり方を一つの開発の筋書

きの下で調整可能にする、枠組みそのものの転換を意味する。この県という枠組みの中で、1950

〜70年代に多層の圧力が受け止められ、争点となり、ときに制度や実務として定着していく過程
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を具体的に示す焦点域が二つある。第一は足羽川水系（池田町—旧美山町—福井市）であり、第

二は若狭湾沿岸（高浜と小浜の対照的な歩み）である。

3-2.足羽川流域（池田町）

山地・谷筋の上流集落は、農林業に加えて小規模な水力発電なども組み合わせながら、道路・

鉄道整備の進展とともに福井市との結びつきを強めていった（地域調査 1955；池田町史編集委

員会 1974）。たとえば下味見地区では、県道整備によってバスやトラックの往復が可能になり、

貨物の流れも福井市との間に集約されていく（美山町史編纂委員会 1984）。結果として、就業も

「福井市方面へ通勤する」かたちが一般化し、上流域は人口流出を背景に「過疎」問題として語

られ、1970年代初頭には過疎対策の枠組みとも接続されていった（美山町史編纂委員会 1984a）。

このとき上流は、成長する下流都市圏に対して「課題を抱える空間」として行政的に位置づけら

れやすくなる（美山町史編纂委員会 1984）。

こうした上流—下流関係の緊張を象徴的に露出させたのが、1960年代末以降に具体化していく

足羽川ダム計画である。下流の福井市側から見れば、洪水調節や水利用の安定化が合理的便益と

して語られやすい一方で（福井県総合開発審議会 1961）、上流側から見れば、移転と生活再編、

集落・農地・景観の喪失を伴う負担である。実際、美山町側では「ダム建設にともなう町の発展

が見当たらない」「美山町にとってはダムは必要ない」といった整理が示され（美山町史編纂委

員会 1984）、町議会・漁協等による反対決議や陳情が継続して記録されている（美山町史編纂委

員会 1984）。さらにこのダム問題は、福井臨海工業地帯の工業用水をめぐる論点とも絡むかたち

で複雑化したとされ、下流の治水・利水（ときに工業用水）と、上流の生活基盤・将来像が同じ

計画の中で正面衝突する構図が強まっていく。

この流域の結びつきは、政策や工学だけで成り立つのではなく、日常的な管理と生態過程を含

む「生業—環境」の関係でもある。ダムをめぐる議論が長期化すると、上流側では生活の見通し

や地域づくりそのものが揺らぎ得ること、また水没予定地の住民が抱く不安がしばしば十分に受

け止められてこなかったことも指摘されている（美山町史編纂委員会 1984）。こうした状況では、

地域が担える「手入れの力」や維持管理の能力が、文化的背景ではなく計画条件として前景化す

る。加えて、下流側の河川改修もまた、設計図面だけでは完結せず、現場協議や制度的記憶に支

えられる（脇本 2016）。

福井の総合開発は、流域を離散した事業の寄せ集めではなく、山から海までの水系と一体に、

治山治水・造林・保安林指定を「合わせて扱う」統合的な社会—自然システムとして位置づけた（福

井県総合開発審議会 1961）。この視点は、上流の土地利用・森林が流域全体の条件を規定すると

いう認識（美山町域で森林が土地利用の大半を占めること等）とも整合する（美山町史編纂委員

会 1984）。したがって里山の維持は周縁的な文化論ではなく、流域統治（治水・水供給・基盤施

設の寿命）を現実のものとして支えてきた実務条件であり、今日のGXの実効性を左右する制約

でもある。なお、この計画枠組み自体が、多種共生を含意するかたちで森林機能（害虫防除・害

獣対策等）を組み込んでいた点も重要である（福井県 1964）。
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3-3.若狭湾沿岸

若狭の「システム」は、単一の流域ではなく、複雑な海岸線と入江・良港に支えられた沿岸の

生業景観として把握できる。若狭湾沿岸は、岩礁や砂浜を含む多様な海岸地形と良港をもち、近

畿圏と近接する地理条件のもとで、歴史的に人・モノ・文化の往来を受け止めてきた（関西電力 

1978）。この「関西へ開かれた沿岸」という長期の位相は、単なる地理的背景ではない。むしろ、

後に現れる港湾整備、観光開発、そしてエネルギー立地といった政策フレームが、同じ海岸線を

別の目的へと読み替える際の前提条件となる（関西電力 1978；若狭国遠敷郡教育会 1972）。

高度成長期以降、若狭沿岸は複数の政策目的に応じて繰り返し再定義される。第一に、漁業・

加工・港湾を束ねる生産システムとしてである。小浜では、漁港の大規模整備が長期事業として

進み、岸壁・荷捌所・給油給水・製氷冷凍冷蔵・水産倉庫などの整備、さらに水産加工の集積

へと接続していった（小浜市 1998）。これは「海」を単なる自然環境としてではなく、施設・制

度・技術が組み合わさる生産景観として扱う、沿岸統治の具体例である（小浜市 1998）。第二に、

沿岸は工業用地・物流拠点としても構想される。小浜には、臨海工業地帯造成と港湾整備（水深

9m以上）を想定する計画が語られており、海岸線が産業基盤として読まれ直されていたことが

わかる（小浜市 1998）。ただし同時に、国の地域開発が拠点方式を採った状況下では、こうした

小規模臨海工業地帯構想は効率的投資の論理と整合しにくかったという整理も示される（小浜市 

1998）。第三に、観光・レクリエーションとしての沿岸再定義が重なる。若狭湾地域では、海洋

性レクリエーション基地化の調査・構想が示され、観光客増の見込みや拠点整備が議論された（小

浜市 1998）。すなわち同じ海岸が、生業景観／工業・物流／観光として、政策語彙の違いに応じ

て層状に読み替えられていく（小浜市 1998）。

この上に、1960年代以降の国家的エネルギー・インフラとしての再定義が重なる。高浜発電所

に関する申請書は、立地点の自然・地形・海象などを「立地の条件」として整理し、施設計画の

合理性へ接続する構成を取っている（関西電力 1978）。ここで重要なのは、原子力立地が「海」

を消去するのではなく、むしろ海岸地形や港湾条件といった自然—技術の結合を、別種の行政的

合理性のもとで再記述する点である（関西電力 1978）。したがって争点は、土地利用や税収の配

分にとどまらない。介入は、人間と海の関係（アクセス、責任、リスク、時間）を組み替え、生

きた沿岸生態系に依存する共同体間で、危険と便益の配分を再編し得る（福井県総合開発審議会 

1961；福井県 1964）。

この政治性を、同一沿岸内部での分岐が示す。小浜では、原発誘致をめぐり、内外海漁協総会

で「反対決議」が採択され、反対運動が展開した（小浜市 1998）。ここでの「拒否」は、計画文

化が国のフレームを一方向に実装するだけでなく、漁業と生活の基盤としての海の意味づけを根

拠に、何が正当な開発かを再定義しうることを示す（小浜市 1998）。他方で県レベルの総合開発は、

若狭沿岸を漁港整備・技術近代化・資源造成（魚礁・種苗など）を束ねたシステムとして前景化

し（福井県 1964）、流域—沿岸を「山から海までの統合的社会—自然システム」として扱う枠組

みを与えた（福井県総合開発審議会 1961）。このように若狭は、県・国の政策要請、地域共同体、

外部アクターが同一の沿岸をめぐって、開発・保護・生業・安全のカテゴリーを更新し続ける交

渉の場として理解できる（福井県 1964；小浜市 1998）。
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４ GX政策環境下での実装ロジック

本章は、概念レンズ（社会—自然システム／計画文化／災害＝制度学習）を福井県に引き寄せ、

GX（グリーン・トランスフォーメーション）と長期的な維持管理制約のもとで、既存の空間的・

制度的資産が「現実に達成可能なこと」をどのように規定しているかを明らかにする。焦点は行

政区分ではなく、流域と湾という社会—自然システムの単位である。福井では、山地—中山間—

平野—沿岸（湾）に連なる水・土・生態系の循環の上に、集落、農地、里山、漁業、都市生活が

重層的に成立してきた（Elmqvist et al., 2013）。とりわけ農業は、用排水・ほ場・農道・ため池・

里山管理という「日常的な維持管理の連鎖」によって支えられ、その状態は、保水・遊水・斜面

安定、水質・生態系条件を介して、下流の都市環境から沿岸・湾の生業条件まで連動的に左右す

る。したがってGXを産業の脱炭素政策としてのみ捉えるのではなく、流域—湾スケールで既存

資産を改修し、維持管理制約のもとで実装可能な転換を設計する枠組みとして捉える必要がある。

4-1.GX制度化と実装条件

GXが今日の地域計画にとって重要なのは、脱炭素が理念や目標の段階を越え、制度・投資・

説明責任の枠組みへ組み込まれつつあるからである。排出量取引、クレジット、自然資本の可視化、

測定・報告・検証（MRV）といった仕組みが進むほど、自治体や地域主体に求められるのは「整

合的な将来像」そのものより、どこで、何を、誰が、どの費用と手順で、どの指標を用いて維持

するかという実装設計である。ここで計画文化は、自然や危険、価値の定義を制度運用に接続し、

何が計画問題で、どの根拠が妥当とみなされるかを方向づける媒介項として働く（Friedmann, 

2005）。

このとき地域計画の中心は、新規整備や大型投資を前提とした「整備」から、既存ストック（河

川空間、水路網、農地、森林、道路、公共施設）の運用・更新・維持管理の再編へと重心が移る。

すなわちGXは、自治体の計画文書を増やすというより、復興期以降に蓄積された空間資産と制

度資産（計画体系、調整の慣行、共同管理の仕組み、事業実施能力）を、長期維持管理に耐える

形へ組み替える圧力として現れる。政策語彙が転換したように見えても実務の連続性が残りやす

いのは、制度と投資の堆積が、行政上の意味づけと実施可能性を部分的に継承するためである

（Sorensen, 2011）。福井県のように中山間と平野、都市と沿岸が近接し、生活圏が流域に沿って

組まれている地域では、GXの実装条件は「部門別」ではなく、流域—湾の連鎖の中で立ち上がる。
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4-2.流域—湾GXポートフォリオ：農業水利・里山—沿岸の改修原理

福井の流域—湾の連鎖の中で、農業は「対象部門」の一つではなく、GXの実装可能性を左右

する基盤領域である。農業は、(1)水循環の調整、(2)災害リスクの緩衝、(3)土壌・生物多様性・炭

素など自然資本の管理、(4)共同管理と担い手の維持管理能力、という複数の回路で地域のレジリ

エンスを規定する（Elmqvist et al., 2013）。用排水や水路、ため池、ほ場整備等の農業水利・農

地基盤は、豪雨・渇水の振れ幅が増す状況で、治水・利水・環境の統合運用（青と緑の基盤づく

り）と不可分である。里山や棚田、斜面地の管理は、土砂流出の抑制、保水、植生の更新を通じ

て、下流域の洪水リスクや河川環境の条件に影響する。

ここでの実装は、万能解や一括更新ではなく、既存ストックを前提に機能を更新する改修とし

て組み立てられる。上流の中山間（足羽川流域・池田町等）では、農業水利・ほ場・里山管理は「分

散した小規模ストック」の集合であり、担い手不足の下で維持管理の手間が重くなる。したがっ

て実装ロジックは、①流域の安全と水質に寄与の大きい箇所から優先順位を付けて管理密度を段

階化する、②行政・土地改良関係・地域団体・外部人材を含めた役割分担を明文化して共同管理

を再設計する、③高度な測定を先行させるのではなく、崩壊箇所や排水路閉塞、ため池のリスク

等を共有する簡易台帳から始めて合意形成を可能にする、といった現実的な組み替えとして現れ

る。

一方、若狭湾は沿岸漁業、観光、集落景観など多様な生業を支えると同時に、流域の土地利用・

水質条件の影響を受ける「受け皿」でもある。上流域での土地管理の変化（里山の荒廃、農地の

利用転換、水路管理の弱体化）は、土砂や栄養塩の流出、水質の季節変動、沿岸生態系の条件を

通じて、漁業資源や景観利用の前提を変えていく。逆に、沿岸側で共有すべき目標――どの水質・

土砂・景観状態を維持したいか――は、上流側の管理優先度や改修メニューへフィードバックさ

れる。したがって流域—湾ポートフォリオとは、上流—下流—沿岸の相互依存を前提に、農業・

水利・里山管理を含む既存資産を読み替え、維持管理制約下で機能するように組み替えるための、

実装の枠組みである。
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Ⅴ．おわりに

本報告書では、2024年度に実施した基礎調査を踏まえ、2025年度において、福井県を対象に農

業分野の地域計画を具体的な分析対象として取り上げ、その内容と実行段階における課題を明ら

かにすることを目的として検討を行ってきた。地域計画は、農地の集積・集約や担い手確保を進

めるための重要な制度として位置づけられているが、全国的に策定が概ね完了した現在、その意

義は「計画を策定すること」から「策定後にいかに運用し、検証し、見直していくか」へと移行

している。本報告書は、そうした運用・検証段階における実務的な論点を、福井県の事例を通じ

て整理したものである。

Ⅱ章では、農林水産省が示す地域計画制度の考え方を整理するとともに、福井県農業の現況や

市町における地域計画の内容を確認した。坂井市や池田町の事例からは、同じ県内であっても、

水田地帯と中山間地域では農地条件や担い手構造が大きく異なり、地域計画の描く将来像や目標

地図の性格にも差異が生じていることが明らかとなった。地域計画は全国一律の制度である一方

で、その実効性は地域の農業構造や集落条件に強く依存しており、地域差を前提とした読み取り

と運用が不可欠であることが確認された。

Ⅲ章では、こうした地域差や構造的特徴を把握・検証する手法として、GISの活用に着目した。

水稲の主要品種や収穫量と筆ポリゴンとの関係、農業地域類型、農業集落単位での農林業センサ

スの集計結果を重ね合わせて分析することにより、農地条件、農業構造、集落機能の対応関係を

空間的に把握することが可能であることを示した。とくに、農地面積や担い手数といった量的指

標だけでは捉えきれない、集落行事や実行組合などの社会的・組織的基盤が、地域計画の実行可

能性を左右する重要な要素となっている点は、今後の計画運用において重視すべき知見である。

Ⅳ章では、福井県の地域形成を長期的な視点から捉えるため、流域や沿岸といった社会―自然

システムの形成過程に着目し、戦後復興期から高度成長期にかけて構築されてきた空間構造や制

度的前提を整理した。そのうえで、これらの歴史的経緯や地域条件が、現在の地域計画の運用や

実行段階においてどのような制約や前提条件として作用しているのかを検討し、地域計画を理解

するための背景的視座を提示した。

本報告書の分析を通じて、地域計画は固定的な文書として完結するものではなく、地域の実態

変化に応じて点検・更新されるべき「動的な計画」として捉える必要性が改めて確認された。そ

のためには、計画策定時に作成された目標地図を出発点としつつ、統計資料や地理空間情報を用

いて現状を継続的に把握し、計画との乖離を検証する仕組みが不可欠である。GISは、そのため

の共通基盤として、行政内部の業務だけでなく、地域の関係者との情報共有においても有効な役

割を果たし得る。

今後の課題としては、地域計画の進捗管理をより実務に即した形で行うための指標設定や、計

画変更時の判断プロセスの整理が挙げられる。また、本報告書では農業集落単位での分析を中心

としたが、今後は都市計画や土地利用計画との関係を含めた横断的な検討を進めることにより、

地域計画の位置づけをより広い政策体系の中で捉えることが求められる。本報告書が、福井県内

における地域計画の運用・見直しを検討するための基礎資料として活用されるとともに、今後の

調査研究や実務の発展につながることを期待したい。
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